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１ 基本⽅針 

（1）計画の必要性  

平成 7 年 1 月に発生した阪神・淡路

大震災では、多くの尊い命が犠牲とな

りました。このうち、その約 9 割は住

宅・建築物の倒壊によって命を奪われ

たものであることが明らかとなってい

ます。また、平成 16 年 10 月の新潟県中

越地震、平成 17年 3月の福岡県西方沖

地震や平成 20年 3月の岩手・宮城内陸

地震などの大地震が頻発しており、 

特に平成 23 年 1 月に発生した東日本大震災は、これまでの想定をはるかに超える巨大な地

震・津波により、一度の災害では戦後最大の人命が失われるなど、甚大な被害をもたらしま

した。近年においても、平成 28 年 4 月の熊本地震や平成 30 年 6 月の大阪府北部地震、平

成 30年 9月の北海道胆振東部地震などの大地震が発生し大きな被害が出ています。このよ

うに、日本ではいつ、どこで大地震が発生してもおかしくない状況にあり、切迫性が指摘さ

れている東海地震、東南海・南海地震等の大規模地震が発生すると被害は甚大になると想定

されています。特に南海トラフの巨大地震については、東日本を上回る被害が想定されてい

ます。これらの地震が発生した場合には多数の死傷者の発生や甚大な建物被害が起こるこ

とを認識し、地震から人的・経済的被害の軽減を図るための住宅・建築物の耐震化を進める

ことが必要です。 

（2）計画の位置づけ  

国において平成 25年に耐震診断及び耐震改修を促進することを目的とした「建築物の耐

震改修の促進に関する法律1」（以下「耐震改修促進法」という。）が改正施行され、不特定

多数の者が利用する大規模建築物等の耐震診断の義務化や耐震診断結果の公表などの措置

を講じるよう規定されました。また、平成 30年 6月の大阪府北部地震におけるブロック塀

等の倒壊被害を背景に、「建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令等の改正」が平成 31

年 1月に施行され、一定の長さ及び高さを超える組積造の塀に係る事項が追加されました。

平成 30 年 12 月には「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本方針2」（以

下「国の基本方針」という。）が見直しされました。このような背景から、奈良県（以下「県」

という。）では、令和 3年 3 月に奈良県耐震改修促進計画3を改定しています。 

                                                   
1 建築物の耐震改修の促進に関する法律／地震による建築物の倒壊等の被害から国 の 命、 体及び財産を保護するた

め、建築物の耐震改修の促進のための措置を講ずることにより建築物の地震に対する安全性の向上を図り、もって公共の
福祉の確保に資することを⽬的にした法律。 

2 国の基本⽅針（平成 30 年 12 ⽉改定）／住宅の耐震化率について、令和 7 年までに 95％を⽬標。 
3 奈良県耐震改修促進計画（令和 3 年 3 ⽉改正）／①住宅の耐震化率を令和 7 年に 95％、②多数の者が利⽤する 間建築物

の耐震化率を令和 7 年に 95％、県有建築物の耐震化率を令和 7 年に 98％以上。 

図 1-1 住宅・建築物の耐震化の必要性 
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本町においても、今後発生が予測される地震による住宅や建築物の倒壊及びこれに起因

する被害の軽減を図る取り組みを一層進めるため、近年の地震被害の背景、国の基本方針、

奈良県耐震改修促進計画、河合町地域防災計画等を踏まえ、耐震診断及び耐震改修を促進す

るための施策を示した「河合町耐震改修促進計画」を改定するものです。 

（3）計画策定の⽬的と計画期間  

本計画は、本町において、地震時における住宅・建築物の被害の軽減を図り、町民の生命

と財産の保護を図るため、県及び建築関係団体が連携して計画的にかつ総合的に既存建築

物の耐震化を促進し、災害に強いまちづくりを実現することを目的とします。 

本計画の計画期間は、令和 3 年度～令和 7 年度の 5 ヵ年とし、町内全域を対象に耐震改

修の促進に努めるものとします。 

（4）耐震化の促進を図る建築物  

阪神・淡路大震災や新潟中越地震において、特に、昭和 55 年以前に建築された建築物の

被害が顕著に見られたことを踏まえ、本計画の重点対象建築物は昭和 56年 6 月の新耐震基

準適用以前の構造基準で設計・建築された既存建築物で「住宅」、「多数の者が利用する建

築物等」及び「公共建築物」を対象とします。 

また、平成 30年 6 月の大阪府北部地震におけるブロック塀等の倒壊被害を背景に、「建

築物の耐震改修の促進に関する法律施行令等の改正」が平成 31年 1 月に施行され、通行障

害となる建築物として、一定の長さ及び高さを超える組積造の塀に係る事項が追加されま

した。 

 

図 1-2 本計画の重点対象建築物
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また、これらの重点対象建築物のほか、昭和 56年 6 月以降に建築された建築物のうち、

その後の耐震基準改正により現行基準に適合していない「多数のものが利用する建築物等」

についても本計画の対象とするとともに、地震時の建築物の総合的な安全対策を図るため、

次に掲げる建築設備、工作物なども本計画の対象に加え、町内全域の建築物の地震に対する

安全性の向上を図ることとします。 

 

○ブロック塀等の安全対策 

○居住空間内の安全対策 

○エレベーター、エスカレーターの安全対策 

○工作物等の安全対策 

○大規模空間の天井崩落対策 

など 
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２ 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施計画に関する事項 

2.1 想定される地震の規模、被害の状況  

（1）想定される地震の規模  

県が平成 16 年 10 月に公表した「第 2 次奈良県地震被害想定調査報告書」では、県周辺に

おける被害地震発生の履歴及び活断層の分布を踏まえ、内陸型地震として 8 つの活断層、①

奈良盆地東縁断層帯、②中央構造線断層帯、③生駒断層帯、④木津川断層帯、⑤あやめ池撓

曲－松尾山断層、⑥大和川断層帯、⑦千股断層、⑧名張断層について想定を行っています。

また、中央防災会議「東南海、南海地震等に関する専門調査会」は東海、東南海、南海地震

について発生時期を 5 つの組み合わせパターンとする地震を想定しています。このうち、本

町において最大被害が想定される直下型地震の中央構造線断層帯地震、また海溝型地震で

は東南海・南海地震同時発生時をもとに被害を想定しています。 

 

表 2-1 想定される地震の規模 

 中央構造線断層帯 
東南海・南海地震 

同時発生時 

地震の規模 
（マグニチュード） 

8.0 8.6 

注)マグニチュードとは地震のエネルギーを表す値 

  

河合町

図 2-1 内陸型地震 8断層 
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（2）想定される被害の状況  

 地震発生時間について人的被害は冬の平日午前 5 時（火気器具の使用率が高く、乾燥・強

風のため出火・延焼被害が大きくなる。）、建物被害は冬の平日午後 6 時（建物内人口が最

も多く、建物倒壊による人的被害が大きくなる。）を想定しています。 

 

①想定地震における人的被害 

 本町で最も人的被害が大きいのは、内陸型地震の中央構造線断層帯で、死者45人、負傷者

223人と想定されています。一方、海溝型地震では、東南海・南海地震同時発生時の被害が大

きくなりますが、本町への影響は少ないと想定されています。 

 

表 2-2 想定される人的被害 

資料：第2次奈良県地震被害想定調査報告書（平成16年10月） 

 

②想定地震における建物被害 

 本町で最も建物被害が大きいのは、内陸型地震の中央構造線断層帯で、全壊は 1,061 棟、

半壊は 930 棟で合計 1,991 棟が被害を受けると想定されています。一方、海溝型地震では、

東南海・南海地震同時発生時が規模としては最も大きく、全壊は 7棟、半壊は7棟で合計 14

棟と想定されています。 

 

表 2-3 想定される建物被害 

資料：第2次奈良県地震被害想定調査報告書（平成16年10月） 

 
  

想定地震 死者 負傷者 死者・負傷者 

内陸型 中央構造線断層帯 45 223 268 

海溝型 
東南海・南海地震 

同時発生 
0 4 4 

想定地震 全壊 半壊 全・半壊 

内陸型 中央構造線断層帯 1,061 930 1,991 

海溝型 
東南海・南海地震 

同時発生 
7 7 14 

(単位：棟) 

(単位：人) 
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（3）南海トラフ巨⼤地震の被害想定（奈良県）の概要  

平成 25 年 3 月に内閣府より発表された「南海トラフ巨大地震の被害想定（第二次被害報

告）」には、最新の科学的知見に基づき、南海トラフの巨大地震対策を検討する際に想定す

べき最大クラスの地震・津波の検討を進め、その推計結果がとりまとめられています。 

なお、同想定は令和元年 6 月に再計算されており、これによると、奈良県における最大震

度は 6強で、揺れによる建物倒壊は最大 38,000 棟、人的被害は死者 1,300 人で、そのうち

約 90％が建物倒壊による死者と想定されています。 

南海トラフ巨大地震による各市町村の最大震度は表 2-4 のように想定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2-4 南海トラフ巨大地震による各市町村の最大震度一覧 

市町村 最⼤震度 市町村 最⼤震度 市町村 最⼤震度 
奈良市 6 強 平群町 6 弱 広陵町 6 強 

⼤和⾼⽥市 6 強 三郷町 6 強 河合町 6 強 
⼤和郡⼭市 6 強 斑鳩町 6 強 吉野町 6 弱 

天理市 6 強 安堵町 6 強 ⼤淀町 6 弱 
橿原市 6 強  6 強 下市町 6 弱 
桜井市 6 強 三宅町 6 強  6 弱 
五條市 6 強 ⽥原本町 6 強 天川村 6 強 
御所市 6 強 曽爾村 6 強 野迫川村 6 弱 
⽣駒市 6 弱 御杖村 6 強 ⼗津川村 6 強 
⾹芝市 6 強 ⾼取町 6 弱 下北⼭村 6 強 
葛城市 6 弱 明⽇⾹村 6 弱 上北⼭村 6 強 
宇陀市 6 弱 上牧町 6 弱 川上村 6 強 
⼭添村 6 弱 王寺町 6 強 東吉野村 6 強   

出典）奈良県地域防災計画

図 2-2 南海トラフの巨大地震の新たな想定震源断層域 

出典）奈良県地域防災計画 
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2.2 耐震化の状況  

（1）住宅  

① 住宅耐震化の状況 

平成 20 年～平成 30年の住宅・土地統計調査により建築年代別・構造別の構成の変化、耐

震改修等の傾向を踏まえ、令和 2 年及び令和 7 年度住宅の耐震化の状況を推計した結果を

表 2-5 に示します。令和 2 年度の耐震化率は 84.9％と推計され、令和 2 年度末の目標値で

ある 95％の達成には至っていません。住宅の耐震化の状況は以下のとおりです。 

 

表 2-5 令和 2年度・令和 7年度の住宅の耐震化の状況 

※四捨五入の関係で合計した数値と各総数の数値が一致していません。（住宅・土地統計調査より推計） 

 

 

図 2-3 令和 2年度の住宅の耐震化の状況  

 構 造 

住 宅

総 数

耐震性ありの住宅 

耐震化率
耐震性

無住宅新耐震 

住宅総数

旧耐震住宅 

合計(e) 
耐震診断 

耐震性あり 

耐震改修 

実施済み 

(a) (b) (c) (d) 
(e＝

b+c+d) 
(e/a) (a-e)

R2 年 

木造戸建住宅 5,320 3,570 530   
84.9％ 1,020その他住宅 1,420 970 410 

住宅総数 6,740 4,540 940 240 5,720 

R7 年 

木造戸建住宅 5,490 3,830 500 
  

86.8％ 910※その他住宅 1,470 1,050 390 

住宅総数 6,960 4,880 890 280 6,040※ 

耐震性を 

有する 

5,720 戸 

（84.9％） 

総数 

6,740 戸 

（100％） 

新耐震基準 

4,540 戸 

(67.3％) 

旧耐震基準 

2,200 戸 

（32.7％） 
耐震性なし 

1,020 戸 

(15.1％) 

総数 耐震基準別 

耐震性なしのうち

耐震改修済 240 戸

耐震性有無別

84.9％ 

15.1％ 

 

旧耐震基準のうち

耐震性あり 940 戸

(単位：戸) 
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②公的補助を活用した住宅の耐震診断等の状況 

 本町は県と協力して平成 20 年度から既存木造住宅耐震診断事業、及び平成 21 年度から

は既存木造住宅耐震改修工事補助事業を実施しています。これらの実施状況は下表のとお

りで令和 2年度まで耐震診断は計 74 戸、耐震改修は計 18 戸の実績があります。 

 

表2-6 耐震診断等の状況 

 
平成 令和 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 

耐震 

診断数 
17 14 0 4 10 9 3 14 0 1 1 1 0 

耐震 

改修数 
- 1 2 3 3 3 2 2 1 0 1 0 0 

 

（2）多数の者が利⽤する建築物等（⺠間）  

耐震改修促進法第 14 条第 1 号に定める「多数の者が利用する建築物」、第 2 号に定める

「危険物の貯蔵又は処理場の用途に供する建築物」、第 3号に定める「緊急輸送道路等の避

難路沿道建築物」の要件は表 2-7 のとおりです。 

表 2-7 多数の者が利用する建築物等一覧表 

  

出典：奈良県耐震改修促進計画

(単位：戸) 
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本町は、多数の者が利用する建築物等（民間）が計 52 棟あります。そのうち、「新耐震

基準」は計 34 棟、「旧耐震基準」は計 18棟あります。また、「旧耐震基準のうち、耐震性

を有する建築物」が計 14棟あると推計され、全体の耐震化率は 92.3％と推計されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 2-4 令和 2年度 多数の者が利用する建築物等(民間)の耐震化の状況 

 

○耐震改修促進法第 14 条第 1 号「多数の者が利用する建築物」 

本町において、第 1号に規定する不特定多数の者が利用する建築物（民間）は、「新耐震

基準」が 12棟、「旧耐震基準」が 13棟あります。このうち、「旧耐震基準のうち、耐震性

を有する建築物」が 11棟あります。 

 

○耐震改修促進法第 14 条第 2 号「危険物の貯蔵又は処理場の用途に供する建築物」 

本町において、第 2号の危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物（民間）につい

て、「新耐震基準」が 8棟あります。 

 

○耐震改修促進法第 14 条第 3 号「緊急輸送道路等の避難路沿道建築物」 

本町において、第 3号の緊急輸送道等の避難路沿道建築物（民間）について、「新耐震基

準」が 14棟、「旧耐震基準」が 5棟あります。このうち、「旧耐震基準のうち、耐震性を

有する建築物」が 3棟あると推計されます。 

表 2-8 多数の者が利用する建築物等（民間）の耐震性の状況

旧耐震基準のうち

耐震性あり 14棟

 

耐震性を 

有する 

48 棟 

（92.3％） 

総数 

52 棟 

（100％） 

新耐震基準 

34 棟 

(65.4％) 

旧耐震基準 

18 棟 

（34.6％） 
耐震性なし 4棟

総数 耐震基準別 

92.3％

7.7％ 

耐震性有無別

※令和２年度 耐震診断結果に関するヒアリング調査による結果「耐震性あり」
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2.3 公共建築物の耐震化  

本町は、多数の者が利用する建築物等（公共）が計 27棟あります。そのうち、「新耐震

基準」は計 7棟、「旧耐震基準」は計 20 棟です。また、「旧耐震基準のうち、耐震性を有

する建築物」が計 16 棟あり、全体の耐震化率は 85.2％です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 2-5 令和 2 年度 多数の者が利用する建築物等(公共)の耐震化の状況 

 

表 2-9 多数の者が利用する建築物等(公共)の耐震化の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の状況】 

 本町における要緊急安全確認大規模建築物の耐震化の状況は下表のとおりです。 

表 2-10 要緊急安全確認大規模建築物の耐震化の状況 

施設名 所在地 用途 耐震改修の状況 

河合第二小学校 星和台 2-7-1 学校 実施済 

河合第三小学校 高塚台 3-4-2 学校 実施済 

河合第二中学校 星和台 2-7-2 学校 実施済 
 

耐震性を有する

23 棟（85.2％）

総数 

27 棟 

（100％） 

新耐震基準 

7 棟 

(25.9％) 

旧耐震基準 

20 棟 

（74.1％） 

耐震性なし 4棟

（14.8％） 

総数 耐震基準別 

85.2％ 

14.8％

耐震性有無別

旧耐震基準のうち

耐震性あり 16棟
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2.4 耐震改修の⽬標の設定（住宅・多数の者が利⽤する建築物等）  

平成 7年 1月に発生した阪神・淡路大震災では、建築物の倒壊による「圧死」で多くの尊

い命が犠牲となりました。また、平成 16 年 10 月の新潟県中越地震においても人的被害は

少なかったものの、多くの建築物において倒壊あるいは損壊といった被害が発生しました。 

また、平成 20年 6 月の岩手・宮城内陸地震などの大地震も発生し、特に平成 23年 3月に

発生した東日本大震災は、これまでの想定をはるかに超える巨大な地震・津波により、一度

の災害で戦後最大の人命が失われるなど、甚大な被害をもたらしました。近年においても、

平成 28 年 4 月の熊本地震や平成 30年 6月の大阪府北部地震、平成 30 年 9 月の北海道胆振

東部地震などの大地震が発生し大きな被害が出ています。 

このように、日本ではいつ、どこで大地震が発生してもおかしくない状況にあり、町民の

安全、安心を確保し、地震被害の軽減を図るため、建築物の耐震化は重要かつ緊急的な課題

であり、総合的な建築物の耐震化対策を、計画的かつ効果的に促進していきます。 

 

 

本町では、平成 20年 3月に『河合町耐震改修促進計画』を策定し、平成 28年 3 月に改

定しています。 

 

 

 

〇建築物の耐震化の目標 

国の目標、奈良県国土強靭化地域計画、奈良県住生活基本計画等を踏まえ、住宅（戸

建て住宅、共同住宅等）、多数の者が利用する民間建築物、県有建築物の耐震化の状況

を踏まえて目標を設定しています。 

令和 7年度における耐震化率：住宅 95％、多数の者が利用する民間建築物 95％、県

有建築物 98％以上を目指す。 

                    

                       

〇建築物の耐震診断及び耐震改修の目標の設定 

東海、東南海・南海地震に関する地震防災戦略（中央防災会議決定）において、10年

後に死者数及び経済被害額を被害想定から半減させることが目標とされたことを踏ま

え、住宅の耐震化率及び多数の者が利用する建築物の耐震化率について、平成 27 年ま

でに少なくとも 9 割とすることを目標にするとともに、住宅については令和 2 年（令

和 7 年まで延伸予定、令和 12年度までに耐震性が不十分な住宅をおおむね解消）に少

なくとも 95％以上にすることを目標とする。また、令和 7 年を目途に耐震性が不十分

な耐震診断義務付け対象建築物をおおむね解消することを目標とする。（以下省略）   

【国の基本方針（抜粋）】 

【県の耐震改修促進計画（抜粋）】 

【これまでの河合町の取組】 

令和 2年 5月住宅・建築物のフォロー
アップに関する研究会とりまとめ資料 
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令和 7年度(目標) 

公共 

耐震性不十分

4 棟 

令和 2年度 令和 2年度 

民間 

耐震性不十分

4 棟 
民間 

耐震性不十分

2 棟以下 

多数の者が利用する建築物等（民間） 多数の者が利用する建築物等（公共） 

公共 

耐震性不十分

1 棟以下

令和 7年度(目標) 

1/2 に削減 
1/4 に削減 

 

 

住宅及び多数の者が利用する建築物等の耐震化の状況、これまでの本町の取り組み、

県の耐震改修促進計画、国の基本方針を踏まえ、地震による人的被害を軽減するために、

令和 7 年度までに住宅の耐震化率を 95％以上とします。また、多数の者が利用する建

築物等（民間）の耐震性が不十分な建築物については、2棟以上の削減、多数の者が利

用する建築物等（公共）の 3 棟以上の削減を目標とします。 

 

目標の達成に向けた、耐震性がない建築物の建替・耐震改修の促進を図るため、耐震化の

重要性・必要性についての普及啓発、耐震化を支援する施策の一層の促進が求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

★河合町の耐震化率の目標設定（住宅・多数の者が利用する建築物等） 

図 2-7 令和 7年度 多数の者が利用する建築物等の耐震化の目標 

耐震性を 

有する 

6,040 戸 

耐震性を 

有する 

5,720 戸 

耐震性なし 

1,020 戸 

6,740 戸 

84.9％ 

15.1％ 

令和 2年度 

 

6,960 戸 

令和 7年度(目標)

95.0％

5.0％

耐震性なし 350 戸

施策促進 570 戸

図 2-6 令和 7年度 住宅の耐震化の目標 
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３ 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策に関す
る事項 

3.1 耐震診断・改修に係る基本的な取組⽅針  

平成 7 年 1 月に発生した阪神・淡路大震災は、改めて大地震の脅威を認識させるととも

に地震対策に対する貴重な教訓をもたらしました。また、平成 23年 3月の東日本大震災の

発生以降その教訓を踏まえた検討が行われ、南海トラフ大地震の被害想定が見直され、これ

まで想定されなかった甚大な被害を発生しうることが明らかになりました。 

近年においても、平成 28 年 4 月の熊本地震や平成 30 年 9 月の北海道胆振東部地震があ

りました。また平成 30年 6 月の大阪府北部地震では、ブロック塀の倒壊被害が出ています。 

 大地震による被害から町民の生命、身体及び財産を守り、被害を最小限にとどめるために

は、行政はもとより町民一人ひとりが自発的かつ積極的に防災の役割を果たしていくこと

が極めて重要であり、町民は『自らの命は自ら守る』『自らの地域は皆で守る』という地震

対策の基本に立ち、家庭や事業所における地震対策、地域における住民相互の協力による防

災活動を行う必要があります。 

 これらを踏まえ、本町の既存建築物の耐震診断及び耐震改修を計画的かつ総合的に進め

ていきます。建築物の耐震化の促進のためには、自助、共助の考え方を基に地域防災対策は

自らの問題、地域の問題という意識を持つことが重要であり、町民・事業者に対して、防災

意識の向上と建築物の耐震化の必要性・重要性の普及・啓発に積極的に取り組みます。 

 また、建築物の所有者による耐震化への取り組みをできる限り支援するという観点から、

所有者にとって耐震化を行いやすい環境の整備や負担軽減のための制度の実施等、耐震化

の促進に必要な施策を講じていきます。 

 本町では、企画部 安心安全推進課が中心となり建築物等の耐震化に取り組んで行きます。
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3.2 耐震診断・改修を図るための⽀援策の概要  

本町では建築物の所有者による耐震化への取り組みを促進するため、既存建築物の耐震

診断の普及・啓発に積極的に取り組むとともに、耐震診断・改修工事補助事業を活用しなが

ら、既存建築物の耐震改修の促進を図ります。 

（1）住宅耐震化に係る⽀援メニュー  

住宅の耐震化を促進し、災害に強い安全・安心なまちづくりを進め、町民の生命及び財産

の保護を図ることを目的に、河合町住宅耐震化緊急促進アクションプログラムに沿って住

宅の耐震改修に要した費用の一部を助成する事業を実施します。住宅耐震化に係る支援メ

ニューには、以下の 2 つの事業が該当します。 

 

①既存木造住宅耐震診断事業の概要 

 多くの犠牲者を出した平成 7 年の阪神・淡路大震

災における犠牲者の 9 割近くが住宅の倒壊による圧

死・窒息死によるものでした。地震から家族と財産を

守るには、強いわが家にすることが不可欠で、その第

一歩が、わが家の健康診断ともいえる「耐震診断」で

す。本町では、「耐震診断」にかかる費用を全額助成

する事業を実施しています。 

 

【助成対象住宅】 

  河合町内にある既存⽊造住宅で次の条件をすべて満たしている住宅 

  1．昭和 56 年 5 ⽉ 31 ⽇以前に着⼯ 

  2．⽊造 

  3．2 階建て以下 

  4．延床⾯積がおおむね 250 平⽅メートル以下のもの 

【診断方法及び内容】 

  ・⼀般財団法⼈⽇本建築防災協会による「⽊造住宅の耐震診断と補強⽅法」に定め
る「⼀般耐震診断法」による診断 

  ・間取りの確認、廊下や天井裏を⾒るなどの 2 時間程度の現地調査を⾏います。調
査後、耐震診断報告書を作成し、耐震診断員より診断結果の説明と改修に向けた
アドバイスを受けていただきます。 

  ・診断員は町から委託された「奈良県⽊造住宅耐震診断員登録者名簿」に登録され
た耐震診断員です。 

【診断費用】 

  ・無料 
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②既存木造住宅耐震改修工事補助事業の概要 

 住宅の耐震化を促進し、災害に強い安全・安心

なまちづくりを進め、町民の生命及び財産の保護

を図ることを目的に、木造住宅の耐震改修に要し

た費用の一部を助成する事業を実施しています。 

 

 

【対象建築物（河合町内で以下の条件をすべて満たすもの）】 

1．昭和 56 年 5 ⽉ 31 ⽇以前に建てられた⽊造住宅で在来軸組⼯法・伝統的⼯法及
び枠組み壁⼯法で建築された⽊造住宅（注 1）であって、地階を除く階数が 2

階以下の住宅 

2．50 万円以上の耐震改修⼯事で耐震診断結果が 1.0 未満と診断された住宅を 1.0

以上とする耐震改修⼯事、または 0.7 未満と診断された住宅を 0.7 以上とする
耐震改修⼯事 

【対象者】 

1．当該建築物の所有者等 

2．税を滞納していない者 

3．耐震診断を受けた、もしくは受ける予定である⽅ 

4．⼯事監理者（⼀級・⼆級・⽊造建築⼠）を選任できる⽅ 

5．補助⾦交付決定後に着⼿し、原則として 2 ⽉中に⼯事を完了できる⽅ 

（注 1）  建住宅、 屋及び共同住宅で店舗などの 途を兼ねるもの（店舗など
の⽤に供する部分の床⾯積の 2 分の 1 以内のもの）を含む 

【耐震改修工事の補助内容】 

耐震改修⼯事費（注 2） 補助⾦の額 

50 万円以上 

87 万円未満 

20 万円 

（千円未満は切り捨て） 

87 万円以上 

218 万円未満 

左の額に 23％を乗じた額 

（千円未満は切り捨て） 

218 万円以上 上限⾦額 50 万円（注 3） 

 

（注 2）耐震改修⼯事に付随しない模様替えなどの改装費や設備⼯事費、調査費、
耐震診断費、設計費、申請書類などの作成費⽤、その他直接耐震改修⼯事
の施⼯以外のものは補助の対象になりません。 

（注 3）補助⾦の上限額は 50 万円です。   
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（2）ブロック塀等の撤去⼯事費の補助（住宅・建築物安全ストック事業）  

地震時に倒壊のおそれのある、道路等に面するブロック塀等の撤去工事を行う所有者など

に対し、工事費用の一部を補助し、地震時の通行の安全、迅速な避難経路の確保を促進しま

す。 

 

【対象となるブロック塀等（河合町内で以下の条件をすべて満たすもの）】 

1．ブロック塀等と道路の接地⾯からブロックの頂点までの⾼さが 60 センチメー
トルを超えるもの 

2．ブロック塀等の⾼さがブロック塀等と道路境界までの⽔平距離以上に⾼いもの 

3．点検項⽬を⽤いてブロック塀等の外観⽬視点検を⾏い、不適合科⽬が⼀つ以上
あるもの 

4．避難路沿道（住宅や事業所等から避難所等へ⾄る私道を除く経路）にあるもの 

 

 ※3 については、ご相談の際に、事前に確認させていただきます。 

 

（3）住宅の耐震改修に伴う減額措置  

昭和57年 1月 1日以前から所在している住宅について、耐震基準の適合を証された耐震改

修を行うと、改修家屋全体に係る税額を申請の翌年度分から 2 分の 1 又は 3 分の 2 減額され

ます。 

 

【要件】 

1．⼯事費が 50 万円以上のもの 

2．  当り 120 ㎡相当分まで 

【対象者】 

○平成 25 年 1 ⽉ 1   令和 4 年 3 ⽉ 31 ⽇までの間に改修⼯事を⾏った場合→1
年間軽減適⽤ 

（ただし、平成 29 年 4 ⽉ 1   令和 4 年 3 ⽉ 31 ⽇までに間に耐震改修が⾏われ、
認定 期優良住宅に該当することになったものについては、最初の 1 年度分、固
定資産税額（1  あたり 120 平⽅メートル相当分まで）の 3 分の 2 を減額） 

○耐震改修の促進に関する法律の改正に伴い、当該住宅が「通⾏障害既存耐震不適
格建築物の改修」である場合 

→翌年度分から 2 年間 2 分の 1 減額（改修後に認定 期優良住宅に該当すること
となるものは、翌年度 3 分の 2 減額、翌々年度 2 分の 1 減額）   
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（4）耐震改修に係る税制優遇制度の周知  

 耐震改修に関する住宅ローン減税、耐震改修費の一部にかかる所得税控除等の減税に関

する制度を普及するため、広報などを通じて情報提供を行います。 

 

（5）産官学の連携  

 本町では民間や大学との連携協定に基づき、人口減少や少子高齢化、空家等の増加抑制等

に対する取り組みを行い、活力ある街にするための事業を進めています。 

この事業の中で、耐震診断に関する相談、リフォーム、建替えに関する相談等の取り組み

を行っており、これらの取り組みを活用した耐震化の促進を図ります。 

 

3.3 安⼼して耐震改修を⾏うことができるようにするための環境整備  

 近年、リフォーム工事契約に伴う消費者被害が社会問題となっており、建物所有者等が安

心して耐震改修を実施できる環境を整備しています。今後も、「だれに相談すればよいか」

「だれに頼めばよいか」「工事費用は適正か」「工事内容は適切か」等の耐震化に取り組む

人々の不安を解消することを目的に、以下の取り組みを実施していきます。 

 

・相談体制の充実 

本町においては、耐震改修の必要な所有者に対し、的確かつきめ細かな対応のできる相談

窓口として、企画部安心安全推進課が耐震診断・耐震改修工事補助事業等、利用者が安心し

て相談できるよう充実を図ります。 

 

・安心して信用できる情報の発信 

 県や関係団体と連携し、ローン・助成制度等の説明や、専門家・事業者の斡旋・紹介等に

ついても対応できる環境が整えられています。  
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3.4 地震時の建築物の総合的な安全対策に関する事業の概要  

平成 23 年 3 月に発生した東日本大震災や平成 28年 4 月の熊本地震、平成 30 年 6 月の大

阪府北部地震等の被害状況から、住宅・建築物の耐震化と併せて、ブロック塀の倒壊防止対

策、窓ガラス等の落下防止対策、天井の落下防止対策、エレベーターの閉じ込め防止対策、

家具の転倒防止対策の必要性が指摘されています。 

本町では、県と連携し、被害の発生するおそれのある建築物の所有者に対し、必要な措置

を講じるよう指導・啓発し、地震時の総合的な建築物の安全対策の促進を行います。 

また、ブロック塀の倒壊対策、窓ガラス・天井の落下防止対策、エレベーターの閉じこめ

防止対策等の総合的な安全対策については、本町のホームページ、広報誌・パンフレット等

による啓発活動を行います。 

（1）ブロック塀等の安全対策  

地震によって塀が倒れると死傷者の恐れだけでなく、地震後の避難や救助・消火活動にも

支障が生じる可能性があるため、ブロック塀等の安全対策を行う必要があります。本町の具

体的な取り組みとしては、町民にブロック塀、窓ガラス、ベランダ、屋根等、所有住宅の危

険度の自己チェックを行うよう啓発・指導し、また、点検や補強手法、簡易耐震診断方法に

関する情報提供を行うことで、町民自身による地震に対する意識の向上を図っていきます。 

また耐震性が不十分なブロック塀等については、倒壊による災害を未然に防止するため

に本町は、県や関係団体と連携して既存塀の改修も含めブロック塀等の耐震性の向上の促

進に努めます。  

図 3-1 ブロック塀等の安全点検等について（国土交通省） 
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（2）居住空間内の安全確保  

地震時における家具・食器棚・冷蔵庫等の転倒は、それによる人の負傷に加え、避難や救

助活動の支障となります。このため、家具等の転倒防止対策やガラス等の飛散防止対策等に

関するパンフレット等による、居住空間の安全確保に関する知識の普及・啓発に努めます。 

また、住宅の耐震改修が困難な住宅所有者に対して、地震により住宅が倒壊しても安全な

空間を確保でき命を守ることができるよう、防災ベッドや耐震テーブルの活用を啓発しま

す。 

 

（3）窓ガラス、天井落下防⽌対策等について  

 人の通行が多い沿道に建つ建築物や避難路沿いにある建築物の窓ガラスの地震対策や外

壁に使われているタイルや屋外広告物等の落下防止対策、また大規模空間を持つ建築物の

天井崩落対策等については、建築物の所有者、管理者に対し安全対策措置を講じるよう、啓

発・指導を図っていきます。 

 

（4）エレベーターの耐震対策・閉じこめ防⽌の耐震対策  

 建築基準法によるエレベーターの定期検査の機会を捉え、現行指針に適合しないエレベ

ーターについて、 

①エレベーターの耐震安全性の確保 

②地震時管制運転装置の設置 

③閉じこめが生じた場合に早期に救出できる体制整備 

④平常時における地震時のエレベーターの運行方法等の情報提供や地震時の閉じ込めが

生じた際におけるかご内や乗り場での適切な情報提供 

など、地震時のリスク等を建物所有者に周知し、安全性の確保の促進を図ります。その他に、

平常時から乗り場やかご内における掲示、地域の防災訓練の活用等により、地震時のエレベ

ーターの運行方法や閉じ込められた場合の対処方法などについて利用者に周知します。 

 また、東日本大震災での被害を受けて平成 26年 4 月施行の建築基準法施行令等の改正に

より、新設エレベーター及びエスカレーターについては、それぞれ脱落防止対策が義務化さ

れています。そのため、エレベーター及びエスカレーターが設置された建築物の所有者等に

対しても地震時のリスクなど周知を図ります。 

 

（5）特定空家等対策について  

特定空家等（倒壊により周辺に危険を及ぼすおそれのある空家）については、空家等対策

の推進に関する特別措置法（平成 26年 11 月 27 日法律第 127 号）に基づく適正な対応を住

宅課が中心となり取り組みます。  
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3.5 優先的に耐震化に着⼿すべき建築物  

 地震に伴う倒壊等による被害を減少させる観点から、優先的に耐震化に着手すべき建築

物を設定します。 

 

① 住宅について、旧耐震基準の木造住宅の過去の地震における被害状況、新耐震基準の

構造種別に応じた法改正、告示基準の制定等を踏まえ、全ての住宅を「重点的に耐震

化を図る建築物」とします。このうち旧耐震基準に該当する木造住宅については、そ

の耐震性について特に問題があると考えられることから「より重点的に耐震化を図る

建築物」とします。 

 

② 耐震改修促進法第 14条第 1号に該当する建築物について、多数の者が利用する建築

物であり地震発生時に利用者の安全を確保する必要性が高いこと、耐震改修促進法第

14 条第 2号に該当する建築物については危険物を取り扱う建築物であり倒壊した場合

多大な被害につながるおそれがあること、耐震改修促進法第 14条第 3 号に該当する

建築物については倒壊した場合に道路を閉塞し多数の者の円滑な避難を妨げるおそれ

があることから、これらに該当する全ての建築物を「重点的に耐震化を図る建築物」

とします。 

 

 

 

 

 

 

 

③ 多数の者が利用する建築物等に該当しない町有建築物について、町民の安全の確保、

地震時における応急対策活動の拠点施設や避難施設としての利用の観点から「重点的

に耐震化を図る建築物」とします。 

 

④ 倒壊による道路の閉塞や歩行者に危害を与えるおそれのあるブロック塀等の組積造

の塀について、大阪府北部地震等を踏まえ、耐震性が確保されていることが必要で

す。避難路沿道のブロック塀所有者に対して安全性の確認や改修、除却等の必要な

指導・助言を行うことで耐震化を促進します。  

図 3-2 多数の者の円滑な避難を妨げるおそれがある住宅・建築物（国土交通省） 
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3.6 重点的に耐震化を図る地域  

県の全域が『南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法』に基づく南

海トラフ地震防災対策推進地域内にあることから、町内全域を重点地区と位置づけます。ま

た、人口集中地区（Ｄ.Ｉ.Ｄ）や密集市街地、緊急輸送道路や避難路沿道等を早急に対応す

べき地区とします。特に、下記の区域において、重点的に耐震化を図ることとし、当該地域

に存する建築物を対象に早急に耐震診断等を普及させていきます。 

 

①奈良県地域防災計画に定める第 1 次、第 2 次緊急輸送道路に沿う区域及び町が定める

緊急輸送道路に沿う区域 

②河合町地域防災計画に定める避難場所及び避難施設の周辺で避難誘導や救護活動の観

点から耐震性の向上が必要な区域 

③文化財建造物等の周辺で、それらの保護の観点から耐震性の向上が必要な区域 

④平成 27年国勢調査結果に基づく人口集中地区のうち、木造住宅の割合が高く耐震性の

向上が必要な区域 

⑤町長が必要とする別に定める区域 

 ア．土砂災害特別警戒区域 

 イ．土砂災害警戒区域 

 ウ．緊急輸送道路の沿道区域  

図 3-3 道路の閉塞や歩行者に危害を与えるおそれのあるブロック塀等（国土交通省） 
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４ 安全性の向上に関する啓発及び知識の普及 

行政の支援だけで耐震化率の目標を達成することは困難であり、町民に対して住宅・建築

物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及を図り、官民あげて住宅・建築

物の耐震化に取り組むことが求められます。 

 

（1）相談体制の整備・情報の充実  

本町では、住宅・建築物の所有者等の地震被害に対する意識を啓発するため、揺れやすさ

や崩壊の危険性等を表示した地震ハザードマップによる情報提供・活用を図ります。 

また、安心安全推進課において、耐震診断及び改修に関する相談、住宅課において、リフ

ォームに関する相談、建替えに関する相談を行います。 

 

（2）リフォームにあわせた耐震改修の誘導  

 本町では、耐震改修の必要な所有者に対して、建替えと耐震改修の選択について、建替え

費と改修費及びそれぞれの維持管理費のライフサイクルコストを考慮した客観的な判断材

料も提供できるよう相談・紹介体制の向上に努めます。 

 また、住宅・建築物の耐震化について、本町のホームページ等様々なメディアを活用して

情報提供の充実を図ります。 

 

（3）地域コミュニティ等との連携  

 本町では、住宅の適正な維持管理が促進されるよう、県・建築関係団体等と連携し、耐震

診断・耐震改修に限らず、住宅情報全般に関する広報活動を促進します。 

 また、耐震診断の受診とその結果を踏まえて必要な耐震改修の実施が促進されるよう、耐

震診断・耐震改修に関する技術的・制度的な情報について、パンフレットやセミナー、講習

会等の開催を通じ提供します。 
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（4）関係団体との連携  

 住宅設備のリフォーム、バリアフリーリフォーム等の機会を捉えて耐震改修の実施を促

すことが効果的であり、また、併せて工事を行うことにより建築物所有者にとっても費用面

でのメリットが期待できます。このため、リフォームと併せて耐震改修が行われるよう、リ

フォーム事業者等との連携を推進します。 

 また、家具が転倒することにより負傷したり、避難や救助の妨げになることが考えられま

す。住宅内部での身近な地震対策として、家具の転倒防止に関するパンフレット等の配布に

より町民に周知するとともに、効果的な家具の固定方法の普及徹底を図ります。 

 

（5）建築物の建替えの促進  

 建築物の耐震化促進においては、耐震改修と併せて、耐震性のない建築物を建替えて地震

災害に強いまちづくりを進めていくことも効果的です。これまでの耐震診断・耐震改修に関

する取り組みを促進するとともに、個別の建築物の建替えを促進する仕組みづくりをはじ

め、密集市街地での空家等対策など、地域の状況に応じた建築物の建替えの促進に努めます。 

 

（6）⼤字・⾃治会との連携策、取組⽀援策に関する事項  

 地震防災対策では、『自らの地域は自ら守る』という共助の考え方が重要になります。大

字・自治会は地域の災害時対応において重要な役割を果たすほか、平常時においても地震時

の危険箇所の点検や、耐震化の啓発活動を行うことが期待されます。 

 本町では、大字・自治会との連携を強化し、地域全体としての減災効果を高められるよう

努め、また、県や各種関係団体とも連携することで、大字・自治会が主体的に住宅・建築物

の耐震化のための取り組みを行える体制づくりを推進します。 

 

（7）⼾別訪問やダイレクトメールの実施  

耐震化のための普及啓発は、所有者に直接的に耐震化を促す取り組みが効果をあげて

いることから、耐震診断を実施した住宅の所有者や昭和 56 年 5 月以前に建築された住

宅の所有者への戸別訪問やダイレクトメールなどの取り組みを実施します。
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５ 所管⾏政庁との連携に関する事項 

建築物の耐震化の促進を図るためには、所管行政庁と十分調整を行い、効果的な指導を行

っていく必要があります。 

 国の基本方針では、所管行政庁は、特定既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修の

的確な実施を確保する必要があると認めるときは、特定既存耐震不適格建築物の所有者に

対し、耐震改修促進法第 15 条第 1項の規定に基づき必要な指導・助言を実施するよう努め

るべきであるとし、所有者が正当な理由なく、その指示に従わなかった場合は、その旨を公

表できるとしています。 

また、要安全確認計画記載建築物及び特定既存耐震不適格建築物以外の既存耐震不適格

建築物の所有者が耐震診断及び耐震改修の的確な実施を確保する必要があると認めるとき

は、既存耐震不適格建築物の所有者に対し、耐震改修促進法第 16 条第 2項に基づき、必要

な指導及び助言を実施するよう努めるべきであるとされています。 

 このように、本町内の建築物の耐震化促進に所管行政庁が果たす役割は非常に大きいた

め、今後、所管行政庁である県と十分連絡調整を行い連携・協力体制を築きながら指導等を

進め、建築物の耐震化が円滑に進むように努めます。  
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６ その他の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関する事項 

（1）庁内での推進体制の強化  

 災害に強いまちづくりを実現するための建築物の耐震化促進は、防災、福祉、保健、医療、

教育、文化、産業等、町政の広範囲に関係する課題です。そのため、庁内の関係各課と耐震

化促進の課題の共有化および相互の連絡調整を密に図っていく必要があるため、全庁的な

推進体制を強化し、総合的・計画的に本計画を推進します。 

 

（2）関係団体との協働による推進体制の強化   

 本町は、災害に強い、安心で安全な地域の実現に向けて、所管行政庁である県、各種関係

団体等と連携・協力し、住宅・建築物の所有者等が様々な取り組みを行える推進体制を強化

し、建築物の耐震化の促進に取り組みます。 

 

（3）その他  

①地震保険の加入促進 

 地震により建築物が倒壊や損壊した場合、補償が得られる地震保険に加入しておくこ

とは住宅再建の一助となります。地震保険料の割引制度に新たに免震建築物割引・耐震診

断割引が導入され、また、地震災害への国民の自助努力を支援するため、地震保険料控除

が創設されたこと等を受け、住宅等の所有者が耐震診断・耐震改修を実施することで地震

保険加入等に際してメリットがあることを普及・啓発することで、耐震化の促進を図りま

す。 

 

②計画の検証・見直し 

耐震化を促進する取り組みを規定した河合町住宅耐震化緊急促進アクションプログラ

ムを策定し、耐震改修等に係る支援目標を設定するとともに、毎年度、実施・達成状況を

把握・検証・公表し対策を進めます。 

 また、本計画は、耐震化の進捗状況や社会経済情勢の変化等に応じて、適宜必要な検証・

見直しを行います。 
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参考資料編 

１．用語集 

【か行】 

○活断層  

 最近の地質時代（第四紀：約 260 万年前以後）に繰り返し動き、将来も活動すると考えられ

る断層です。 

 

○緊急輸送道路  

 災害時の拠点施設を連結する道路であり、災害時における多数の者の円滑な避難・救助、消防

活動の実施、避難者への緊急物資の輸送等の観点から重要な道路です。 

 

○河合町地域防災計画 

 災害対策基本法（昭和 36 年 法律第 223 号）第 42条の規定に基づき、河合町防災会議が防災

に関し、町及び関係機関が処理すべき事務又は業務について総合的な運営を計画化したもので

あり、これを効果的に活用し、町の地域並びに住民の生命、身体及び財産を災害から保護し、も

って社会の秩序の維持と公共の福祉の確保を図ることを目的として策定されています。 

 

○建築物の耐震改修の促進に関する法律（耐震改修促進法） 

阪神・淡路大震災の教訓をもとに制定され、平成 7年 12 月に施行された法律で、新耐震基準

を満たさない建築物について積極的に耐震診断や改修を進めることが定められました。その後、

平成 18 年１月の改正では、都道府県が計画を策定することが定められ、平成 25 年 11 月の改正

では、不特定多数の者が利用する建築物等のうち大規模なものや都道府県が指定する避難路沿

道建築物等については耐震診断が義務付けられることとなり、平成 30年 6 月の改正では、通行

障害となる建築物として、一定の長さ及び高さを超える組積造の塀に係る事項が追加されまし

た。 

 

○構造評点 

上部構造の地震に対する耐力を診断する際の評価で、必要とされる耐力（必要耐力）と実際に

建築物が有している耐力（保有耐力）との比較（構造評点＝保有耐力／必要耐力）で行われます。

なお、総合的な評価は、地盤、地形、基礎の評価を加えて行われることになります。 

 

評点 判定 

1.5 以上 ◎ 倒壊しない 

1.0 以上～1.5 未満 ○ 一応倒壊しない 

0.7 以上～1.0 未満 △ 倒壊する可能性がある 

0.7 未満 × 倒壊する可能性が高い 
 



 
27 

 

○国土
こ く ど

強靭化
きょうじんか

 

想定外の大規模自然災害等に備えるため、事前防災・減災と迅速な復旧復興に資する施策を、

まちづくり政策や産業政策も含めた総合的な取り組みとして計画的に実施し、強靭な国づくり・

地域づくりを推進するものです。奈良県では、県土における自然災害に対する脆弱性
ぜいじゃくせい

を評価し、

強靭化を図るため平成 28年 5月に奈良県国土強靭化地域計画策定されています。 

 

【さ行】 

○所管行政庁  

 耐震改修促進法第 2 条第 3 項に定められているもので、河合町における所管行政庁は、奈良県

です。 

 

○住宅・土地統計調査 

わが国の住宅に関するもっとも基礎的な統計調査です。住宅及び世帯の居住状況の実態を把

握し、その現状と推移を、全国及び地域別に明らかにすることを目的に、総務省統計局が 5 年

ごとに実施しています。 

 

○新耐震基準 

 住宅・建築物を建築する際に考慮しなければならない基準は「建築基準法」によって定められ

ており、地震に対して安全な建築物とするための基準を「耐震基準」と呼びます。現在の耐震基

準は、1981 年（昭和 56 年）の建築基準法の改正によるもので、それ以前の耐震基準と区別す

るために「新耐震基準」と呼ばれています。新耐震基準では、中程度の地震（震度 5 強程度）

に対しては建築物には被害が起こらないこと、強い地震（震度 6強～7程度）に対しては、建築

物の倒壊を防ぎ、建築物内もしくは周辺にいる人に被害が及ばないことを基準としています。 

 

【た行】 

○大規模空間を持つ建築物の天井崩落対策 

宮城県沖地震で天井の崩落による被害が発生したことから、不特定多数の者が利用する大規

模空間を持つ建築物の天井について、所有者等が適切な落下防止対策を講じることが求められ

ます。 

 

○耐震診断 

地震の揺れによって住宅・建築物が受ける被害がどの程度なのかを調べ、地震に対する安全性

を評価すること。住宅・建築物の形状や骨組（構造躯体）の粘り強さ、老朽化の程度、ひび割れ

や変形等による損傷の影響等を総合的に考慮して判断します。 

 

○耐震改修 

現行の耐震基準に適合しない建築物の地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、

修繕又は模様替え等を行うこと。 
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○多数の者が利用する建築物等 

耐震改修促進法第14条各号に該当する建築物で学校・病院・ホテル・事務所等一定規模以上で

多数の人々が利用する建築物、危険物の貯蔵場・処理場及び地震により倒壊し道路を閉塞させる

おそれのある建築物のことを本計画において「多数の者が利用する建築物等」としています。 

 

【は行】 

○ハザードマップ  

災害予測図、危険範囲図、災害危険個所分布図ともいい、ある災害に対して危険なところを地

図上に示したものです。地震ハザードマップ、洪水ハザードマップ等、それぞれの災害の種類に

応じて作成されています。通常は、危険度を色分け表示した地図に、避難所、病院等の情報をわ

かりやすく表現しています。 

 

○避難路沿道通行障害建築物（耐震改修促進法第 14条第 3 号） 

地震発生時に通行を確保すべき道路の沿道建築物は、県もしくは町が指定した道路の沿道建

築物のうち、一定以上の高さを持つ建築物です。 

 

【な行】 

○内陸活断層地震 

地下の岩盤にある活断層がずれることにより発生する地震のこと。 

 

○南海トラフ地震 

南海トラフ地震とは、日本列島の太平洋沖、「南海トラフ」沿いの広い震源域で連動して起こ

ると警戒されている地震のこと。南海トラフとは、静岡県の駿河湾から九州東方沖まで続く深さ

4,000メートル級の海底の溝(トラフ)で、フィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に沈

み込む境界にあります。総延長は約770キロメートル、「トラフ」は「舟状海盆」と訳され舟底

のようなくぼ地を意味し、水深6,000メートル以上に達する海溝と区別されます。 

 

【や行】 

○要安全確認計画記載建築物 

 耐震基準について既存不適格であり、改正耐震改修促進法により耐震診断が以下の建築物に

義務付けられました。 

 ①地方公共団体が耐震改修促進計画において指定する緊急輸送道路等の避難路沿道建築物 

 ②都道府県が耐震改修促進計画において指定する庁舎、避難所等の防災拠点建築物 

 

○要緊急安全確認大規模建築物 

 建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成 7 年法律第 123 号）（耐震改修促進法）の改正法

が、2013 年（平成 25年）11 月 25 日に施行され、大規模な建築物について、耐震診断を実施し、

2015 年（平成 27年）12月 31 日までにその結果を報告することが義務付けられました。該当す

る建築物は、特定多数の者が利用する建築物、避難弱者が利用する建築物及び危険物の貯蔵場、

処理場の用途に供する建築物のうち大規模なものが耐震診断の義務付け対象となっています。 
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２．建築物の耐震改修の促進に関する法律 

（平成七年十月二七日法律第百二三号 最終改正：平成三十年六月二七日法律第六七号） 

 

第一章 総則 

（目的） 
第一条 この法律は、地震による建築物の

倒壊等の被害から国民の生命、身体及び財

産を保護するため、建築物の耐震改修の促

進のための措置を講ずることにより建築物

の地震に対する安全性の向上を図り、もっ

て公共の福祉の確保に資することを目的と

する。 

（定義） 
第二条 この法律において「耐震診断」と

は、地震に対する安全性を評価することを

いう。 
２ この法律において「耐震改修」とは、地

震に対する安全性の向上を目的として、増

築、改築、修繕、模様替若しくは一部の除却

又は敷地の整備をすることをいう。 
３ この法律において「所管行政庁」とは、

建築主事を置く市町村又は特別区の区域に

ついては当該市町村又は特別区の長をいい、

その他の市町村又は特別区の区域について

は都道府県知事をいう。ただし、建築基準法

（昭和二十五年法律第二百一号）第九十七

条の二第一項又は第九十七条の三第一項の

規定により建築主事を置く市町村又は特別

区の区域内の政令で定める建築物について

は、都道府県知事とする。 

（国、地方公共団体及び国民の努力義務） 
第三条 国は、建築物の耐震診断及び耐震

改修の促進に資する技術に関する研究開発

を促進するため、当該技術に関する情報の

収集及び提供その他必要な措置を講ずるよ

う努めるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、建築物の耐震

診断及び耐震改修の促進を図るため、資金

の融通又はあっせん、資料の提供その他の

措置を講ずるよう努めるものとする。 
３ 国及び地方公共団体は、建築物の耐震

診断及び耐震改修の促進に関する国民の理

解と協力を得るため、建築物の地震に対す

る安全性の向上に関する啓発及び知識の普

及に努めるものとする。 
４ 国民は、建築物の地震に対する安全性

を確保するとともに、その向上を図るよう

努めるものとする。 
 
第二章 基本方針及び都道府県耐震改修促

進計画等 

（基本方針） 
第四条 国土交通大臣は、建築物の耐震診

断及び耐震改修の促進を図るための基本的

な方針（以下「基本方針」という。）を定め

なければならない。 
２ 基本方針においては、次に掲げる事項

を定めるものとする。 
一 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進

に関する基本的な事項 
二 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施

に関する目標の設定に関する事項 
三 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施

について技術上の指針となるべき事項 
四 建築物の地震に対する安全性の向上に

関する啓発及び知識の普及に関する基本的

な事項 
五 次条第一項に規定する都道府県耐震改

修促進計画の策定に関する基本的な事項そ

の他建築物の耐震診断及び耐震改修の促進

に関する重要事項 
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３ 国土交通大臣は、基本方針を定め、又は

これを変更したときは、遅滞なく、これを公

表しなければならない。 

（都道府県耐震改修促進計画） 
第五条 都道府県は、基本方針に基づき、該

都道府県の区域内の建築物の耐震診断及び

耐震改修の促進を図るための計画（以下「都

道府県耐震改修促進計画」という。）を定め

るものとする。 
２ 都道府県耐震改修促進計画においては、

次に掲げる事項を定めるものとする。 
一 当該都道府県の区域内の建築物の耐震

診断及び耐震改修の実施に関する目標 
二 当該都道府県の区域内の建築物の耐震

診断及び耐震改修の促進を図るための施策

に関する事項 
三 建築物の地震に対する安全性の向上に

関する啓発及び知識の普及に関する事項 
四 建築基準法第十条第一項から第三項ま

での規定による勧告又は命令その他建築物

の地震に対する安全性を確保し、又はその

向上を図るための措置の実施についての所

管行政庁との連携に関する事項 
五 その他当該都道府県の区域内の建築物

の耐震診断及び耐震改修の促進に関し必要

な事項 
３ 都道府県は、次の各号に掲げる場合に

は、前項第二号に掲げる事項に、当該各号に

定める事項を記載することができる。 
一 病院、官公署その他大規模な地震が発

生した場合においてその利用を確保するこ

とが公益上必要な建築物で政令で定めるも

のであって、既存耐震不適格建築物（地震に

対する安全性に係る建築基準法又はこれに

基づく命令若しくは条例の規定（以下「耐震

関係規定」という。）に適合しない建築物で

同法第三条第二項の規定の適用を受けてい

るものをいう。以下同じ。）であるもの（そ

の地震に対する安全性が明らかでないもの

として政令で定める建築物（以下「耐震不明

建築物」という。）に限る。）について、耐

震診断を行わせ、及び耐震改修の促進を図

ることが必要と認められる場合 当該建築

物に関する事項及び当該建築物に係る耐震

診断の結果の報告の期限に関する事項 
二 建築物が地震によって倒壊した場合に

おいてその敷地に接する道路（相当数の建

築物が集合し、又は集合することが確実と

見込まれる地域を通過する道路その他国土

交通省令で定める道路（以下「建築物集合地

域通過道路等」という。）に限る。）の通行

を妨げ、市町村の区域を越える相当多数の

者の円滑な避難を困難とすることを防止す

るため、当該道路にその敷地が接する通行

障害既存耐震不適格建築物（地震によって

倒壊した場合においてその敷地に接する道

路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を

困難とするおそれがあるものとして政令で

定める建築物（第十四条第三号において「通

行障害建築物」という。）であって既存耐震

不適格建築物であるものをいう。以下同じ。）

について、耐震診断を行わせ、又はその促進

を図り、及び耐震改修の促進を図ることが

必要と認められる場合 当該通行障害既存

耐震不適格建築物の敷地に接する道路に関

する事項及び当該通行障害既存耐震不適格

建築物（耐震不明建築物であるものに限る。）

に係る耐震診断の結果の報告の期限に関す

る事項 
三 建築物が地震によって倒壊した場合に

おいてその敷地に接する道路（建築物集合

地域通過道路等を除く。）の通行を妨げ、市

町村の区域を越える相当多数の者の円滑な

避難を困難とすることを防止するため、当

該道路にその敷地が接する通行障害既存耐

震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修の

促進を図ることが必要と認められる場合 
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当該通行障害既存耐震不適格建築物の敷地

に接する道路に関する事項 
四 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関す

る法律（平成五年法律第五十二号。以下「特

定優良賃貸住宅法」という。）第三条第四号

に規定する資格を有する入居者をその全部

又は一部について確保することができない

特定優良賃貸住宅（特定優良賃貸住宅法第

六条に規定する特定優良賃貸住宅をいう。

以下同じ。）を活用し、第十九条に規定する

計画認定建築物である住宅の耐震改修の実

施に伴い仮住居を必要とする者（特定優良

賃貸住宅法第三条第四号に規定する資格を

有する者を除く。以下「特定入居者」とい

う。）に対する仮住居を提供することが必要

と認められる場合 特定優良賃貸住宅の特

定入居者に対する賃貸に関する事項 
五 前項第一号の目標を達成するため、当

該都道府県の区域内において独立行政法人

都市再生機構（以下「機構」という。）又は

地方住宅供給公社（以下「公社」という。）

による建築物の耐震診断及び耐震改修の実

施が必要と認められる場合 機構又は公社

による建築物の耐震診断及び耐震改修の実

施に関する事項 
４ 都道府県は、都道府県耐震改修促進計

画に前項第一号に定める事項を記載しよう

とするときは、当該事項について、あらかじ

め、当該建築物の所有者（所有者以外に権原

に基づきその建築物を使用する者があると

きは、その者及び所有者）の意見を聴かなけ

ればならない。 
５ 都道府県は、都道府県耐震改修促進計

画に第三項第五号に定める事項を記載しよ

うとするときは、当該事項について、あらか

じめ、機構又は当該公社の同意を得なけれ

ばならない。 
６ 都道府県は、都道府県耐震改修促進計

画を定めたときは、遅滞なく、これを公表す

るとともに、当該都道府県の区域内の市町

村にその写しを送付しなければならない。 
７ 第三項から前項までの規定は、都道府

県耐震改修促進計画の変更について準用す

る。 
（市町村耐震改修促進計画） 
第六条 市町村は、都道府県耐震改修促進

計画に基づき、当該市町村の区域内の建築

物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るた

めの計画（以下「市町村耐震改修促進計画」

という。）を定めるよう努めるものとする。 
２ 市町村耐震改修促進計画においては、

おおむね次に掲げる事項を定めるものとす

る。 
一 当該市町村の区域内の建築物の耐震診

断及び耐震改修の実施に関する目標 
二 当該市町村の区域内の建築物の耐震診

断及び耐震改修の促進を図るための施策に

関する事項 
三 建築物の地震に対する安全性の向上に

関する啓発及び知識の普及に関する事項 
四 建築基準法第十条第一項から第三項ま

での規定による勧告又は命令その他建築物

の地震に対する安全性を確保し、又はその

向上を図るための措置の実施についての所

管行政庁との連携に関する事項 
五 その他当該市町村の区域内の建築物の

耐震診断及び耐震改修の促進に関し必要な

事項 
３ 市町村は、次の各号に掲げる場合には、

前項第二号に掲げる事項に、当該各号に定

める事項を記載することができる。 
一 建築物が地震によって倒壊した場合に

おいてその敷地に接する道路（建築物集合

地域通過道路等に限る。）の通行を妨げ、当

該市町村の区域における多数の者の円滑な

避難を困難とすることを防止するため、当

該道路にその敷地が接する通行障害既存耐

震不適格建築物について、耐震診断を行わ
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せ、又はその促進を図り、及び耐震改修の促

進を図ることが必要と認められる場合 当

該通行障害既存耐震不適格建築物の敷地に

接する道路に関する事項及び当該通行障害

既存耐震不適格建築物（耐震不明建築物で

あるものに限る。）に係る耐震診断の結果の

報告の期限に関する事項 
二 建築物が地震によって倒壊した場合に

おいてその敷地に接する道路（建築物集合

地域通過道路等を除く。）の通行を妨げ、当

該市町村の区域における多数の者の円滑な

避難を困難とすることを防止するため、当

該道路にその敷地が接する通行障害既存耐

震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修の

促進を図ることが必要と認められる場合 

当該通行障害既存耐震不適格建築物の敷地

に接する道路に関する事項 
４ 市町村は、市町村耐震改修促進計画を

定めたときは、遅滞なく、これを公表しなけ

ればならない。 
５ 前二項の規定は、市町村耐震改修促進

計画の変更について準用する。 
 
第三章 建築物の所有者が講ずべき措置 

（要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震

診断の義務） 
第七条 次に掲げる建築物（以下「要安全確

認計画記載建築物」という。）の所有者は、

当該要安全確認計画記載建築物について、

国土交通省令で定めるところにより、耐震

診断を行い、その結果を、次の各号に掲げる

建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に

定める期限までに所管行政庁に報告しなけ

ればならない。 
一 第五条第三項第一号の規定により都道

府県耐震改修促進計画に記載された建築物

同号の規定により都道府県耐震改修促進計

画に記載された期限 

二 その敷地が第五条第三項第二号の規定

により都道府県耐震改修促進計画に記載さ

れた道路に接する通行障害既存耐震不適格

建築物（耐震不明建築物であるものに限る。）

同号の規定により都道府県耐震改修促進計

画に記載された期限 
三 その敷地が前条第三項第一号の規定に

より市町村耐震改修促進計画に記載された

道路に接する通行障害既存耐震不適格建築

物（耐震不明建築物であるものに限り、前号

に掲げる建築物であるものを除く。）同項第

一号の規定により市町村耐震改修促進計画

に記載された期限 

（要安全確認計画記載建築物に係る報告命令

等） 
第八条 所管行政庁は、要安全確認計画記

載建築物の所有者が前条の規定による報告

をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該

所有者に対し、相当の期限を定めて、その報

告を行い、又はその報告の内容を是正すべ

きことを命ずることができる。 
２ 所管行政庁は、前項の規定による命令

をしたときは、国土交通省令で定めるとこ

ろにより、その旨を公表しなければならな

い。 
３ 所管行政庁は、第一項の規定により報

告を命じようとする場合において、過失が

なくて当該報告を命ずべき者を確知するこ

とができず、かつ、これを放置することが著

しく公益に反すると認められるときは、そ

の者の負担において、耐震診断を自ら行い、

又はその命じた者若しくは委任した者に行

わせることができる。この場合においては、

相当の期限を定めて、当該報告をすべき旨

及びその期限までに当該報告をしないとき

は、所管行政庁又はその命じた者若しくは

委任した者が耐震診断を行うべき旨を、あ

らかじめ、公告しなければならない。 
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（耐震診断の結果の公表） 
第九条 所管行政庁は、第七条の規定によ

る報告を受けたときは、国土交通省令で定

めるところにより、当該報告の内容を公表

しなければならない。前条第三項の規定に

より耐震診断を行い、又は行わせたときも、

同様とする。 

（通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断

に要する費用の負担） 
第十条 都道府県は、第七条第二号に掲げ

る建築物の所有者から申請があったときは、

国土交通省令で定めるところにより、同条

の規定により行われた耐震診断の実施に要

する費用を負担しなければならない。 
２ 市町村は、第七条第三号に掲げる建築

物の所有者から申請があったときは、国土

交通省令で定めるところにより、同条の規

定により行われた耐震診断の実施に要する

費用を負担しなければならない。 

（要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震

改修の努力） 
第十一条 要安全確認計画記載建築物の所

有者は、耐震診断の結果、地震に対する安全

性の向上を図る必要があると認められると

きは、当該要安全確認計画記載建築物につ

いて耐震改修を行うよう努めなければなら

ない。 

（要安全確認計画記載建築物の耐震改修に係

る指導及び助言並びに指示等） 
第十二条 所管行政庁は、要安全確認計画

記載建築物の耐震改修の適確な実施を確保

するため必要があると認めるときは、要安

全確認計画記載建築物の所有者に対し、基

本方針のうち第四条第二項第三号の技術上

の指針となるべき事項（以下「技術指針事

項」という。）を勘案して、要安全確認計画

記載建築物の耐震改修について必要な指導

及び助言をすることができる。 
２ 所管行政庁は、要安全確認計画記載建

築物について必要な耐震改修が行われてい

ないと認めるときは、要安全確認計画記載

建築物の所有者に対し、技術指針事項を勘

案して、必要な指示をすることができる。 
３ 所管行政庁は、前項の規定による指示

を受けた要安全確認計画記載建築物の所有

者が、正当な理由がなく、その指示に従わな

かったときは、その旨を公表することがで

きる。 

（要安全確認計画記載建築物に係る報告、検

査等） 
第十三条 所管行政庁は、第八条第一項並

びに前条第二項及び第三項の規定の施行に

必要な限度において、政令で定めるところ

により、要安全確認計画記載建築物の所有

者に対し、要安全確認計画記載建築物の地

震に対する安全性に係る事項（第七条の規

定による報告の対象となる事項を除く。）に

関し報告させ、又はその職員に、要安全確認

計画記載建築物、要安全確認計画記載建築

物の敷地若しくは要安全確認計画記載建築

物の工事現場に立ち入り、要安全確認計画

記載建築物、要安全確認計画記載建築物の

敷地、建築設備、建築材料、書類その他の物

件を検査させることができる。ただし、住居

に立ち入る場合においては、あらかじめ、そ

の居住者の承諾を得なければならない。 
２ 前項の規定により立入検査をする職員

は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者

に提示しなければならない。 
３ 第一項の規定による立入検査の権限は、

犯罪捜査のために認められたものと解釈し

てはならない。   
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（特定既存耐震不適格建築物の所有者の努力） 
第十四条 次に掲げる建築物であって既存

耐震不適格建築物であるもの（要安全確認

計画記載建築物であるものを除く。以下「特

定既存耐震不適格建築物」という。）の所有

者は、当該特定既存耐震不適格建築物につ

いて耐震診断を行い、その結果、地震に対す

る安全性の向上を図る必要があると認めら

れるときは、当該特定既存耐震不適格建築

物について耐震改修を行うよう努めなけれ

ばならない。 
一 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集

会場、展示場、百貨店、事務所、老人ホーム

その他多数の者が利用する建築物で政令で

定めるものであって政令で定める規模以上

のもの 
二 火薬類、石油類その他政令で定める危

険物であって政令で定める数量以上のもの

の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物 
三 その敷地が第五条第三項第二号若しく

は第三号の規定により都道府県耐震改修促

進計画に記載された道路又は第六条第三項

の規定により市町村耐震改修促進計画に記

載された道路に接する通行障害建築物 

（特定既存耐震不適格建築物に係る指導及び

助言並びに指示等） 
第十五条 所管行政庁は、特定既存耐震不

適格建築物の耐震診断及び耐震改修の適確

な実施を確保するため必要があると認める

ときは、特定既存耐震不適格建築物の所有

者に対し、技術指針事項を勘案して、特定既

存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改

修について必要な指導及び助言をすること

ができる。 
２ 所管行政庁は、次に掲げる特定既存耐

震不適格建築物（第一号から第三号までに

掲げる特定既存耐震不適格建築物にあって

は、地震に対する安全性の向上を図ること

が特に必要なものとして政令で定めるもの

であって政令で定める規模以上のものに限

る。）について必要な耐震診断又は耐震改修

が行われていないと認めるときは、特定既

存耐震不適格建築物の所有者に対し、技術

指針事項を勘案して、必要な指示をするこ

とができる。 
一 病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、

百貨店その他不特定かつ多数の者が利用す

る特定既存耐震不適格建築物 
二 小学校、老人ホームその他地震の際の

避難確保上特に配慮を要する者が主として

利用する特定既存耐震不適格建築物 
三 前条第二号に掲げる建築物である特定

既存耐震不適格建築物 
四 前条第三号に掲げる建築物である特定

既存耐震不適格建築物 
３ 所管行政庁は、前項の規定による指示

を受けた特定既存耐震不適格建築物の所有

者が、正当な理由がなく、その指示に従わな

かったときは、その旨を公表することがで

きる。 
４ 所管行政庁は、前二項の規定の施行に

必要な限度において、政令で定めるところ

により、特定既存耐震不適格建築物の所有

者に対し、特定既存耐震不適格建築物の地

震に対する安全性に係る事項に関し報告さ

せ、又はその職員に、特定既存耐震不適格建

築物、特定既存耐震不適格建築物の敷地若

しくは特定既存耐震不適格建築物の工事現

場に立ち入り、特定既存耐震不適格建築物、

特定既存耐震不適格建築物の敷地、建築設

備、建築材料、書類その他の物件を検査させ

ることができる。 
５ 第十三条第一項ただし書、第二項及び

第三項の規定は、前項の規定による立入検

査について準用する。 
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（一定の既存耐震不適格建築物の所有者の努

力等） 
第十六条 要安全確認計画記載建築物及び

特定既存耐震不適格建築物以外の既存耐震

不適格建築物の所有者は、当該既存耐震不

適格建築物について耐震診断を行い、必要

に応じ、当該既存耐震不適格建築物につい

て耐震改修を行うよう努めなければならな

い。 
２ 所管行政庁は、前項の既存耐震不適格

建築物の耐震診断及び耐震改修の適確な実

施を確保するため必要があると認めるとき

は、当該既存耐震不適格建築物の所有者に

対し、技術指針事項を勘案して、当該既存耐

震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修に

ついて必要な指導及び助言をすることがで

きる。 
 
第四章 建築物の耐震改修の計画の認定 

（計画の認定） 
第十七条 建築物の耐震改修をしようとす

る者は、国土交通省令で定めるところによ

り、建築物の耐震改修の計画を作成し、所管

行政庁の認定を申請することができる。 
２ 前項の計画には、次に掲げる事項を記

載しなければならない。 
一 建築物の位置 

二 建築物の階数、延べ面積、構造方法及び

用途 

三 建築物の耐震改修の事業の内容 

四 建築物の耐震改修の事業に関する資金

計画 

五 その他国土交通省令で定める事項 

３ 所管行政庁は、第一項の申請があった

場合において、建築物の耐震改修の計画が

次に掲げる基準に適合すると認めるときは、

その旨の認定（以下この章において「計画の

認定」という。）をすることができる。 

一 建築物の耐震改修の事業の内容が耐震

関係規定又は地震に対する安全上これに準

ずるものとして国土交通大臣が定める基準

に適合していること。 

二 前項第四号の資金計画が建築物の耐震

改修の事業を確実に遂行するため適切なも

のであること。 

三 第一項の申請に係る建築物、建築物の

敷地又は建築物若しくはその敷地の部分が

耐震関係規定及び耐震関係規定以外の建築

基準法又はこれに基づく命令若しくは条例

の規定に適合せず、かつ、同法第三条第二項

の規定の適用を受けているものである場合

において、当該建築物又は建築物の部分の

増築、改築、大規模の修繕（同法第二条第十

四号に規定する大規模の修繕をいう。）又は

大規模の模様替（同条第十五号に規定する

大規模の模様替をいう。）をしようとするも

のであり、かつ、当該工事後も、引き続き、

当該建築物、建築物の敷地又は建築物若し

くはその敷地の部分が耐震関係規定以外の

同法又はこれに基づく命令若しくは条例の

規定に適合しないこととなるものであると

きは、前二号に掲げる基準のほか、次に掲げ

る基準に適合していること。 

イ 当該工事が地震に対する安全性の向上

を図るため必要と認められるものであり、

かつ、当該工事後も、引き続き、当該建築物、

建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地

の部分が耐震関係規定以外の建築基準法又

はこれに基づく命令若しくは条例の規定に

適合しないこととなることがやむを得ない

と認められるものであること。 

ロ 工事の計画（二以上の工事に分けて耐

震改修の工事を行う場合にあっては、それ

ぞれの工事の計画。第五号ロ及び第六号ロ

において同じ。）に係る建築物及び建築物の

敷地について、交通上の支障の度、安全上、

防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上
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及び市街地の環境の保全上の有害の度が高

くならないものであること。 

四 第一項の申請に係る建築物が既存耐震

不適格建築物である耐火建築物（建築基準

法第二条第九号の二に規定する耐火建築物

をいう。）である場合において、当該建築物

について柱若しくは壁を設け、又は柱若し

くははりの模様替をすることにより当該建

築物が同法第二十七条第二項の規定に適合

しないこととなるものであるときは、第一

号及び第二号に掲げる基準のほか、次に掲

げる基準に適合していること。 

イ 当該工事が地震に対する安全性の向上

を図るため必要と認められるものであり、

かつ、当該工事により、当該建築物が建築基

準法第二十七条第二項の規定に適合しない

こととなることがやむを得ないと認められ

るものであること。 

ロ 次に掲げる基準に適合し、防火上及び

避難上支障がないと認められるものである

こと。 

（１） 工事の計画に係る柱、壁又ははりの

構造が国土交通省令で定める防火上の基準

に適合していること。 

（２） 工事の計画に係る柱、壁又ははりに

係る火災が発生した場合の通報の方法が国

土交通省令で定める防火上の基準に適合し

ていること。 

五 第一項の申請に係る建築物が既存耐震

不適格建築物である場合において、当該建

築物について増築をすることにより当該建

築物が建築物の容積率（延べ面積の敷地面

積に対する割合をいう。）に係る建築基準法

又はこれに基づく命令若しくは条例の規定

（イ及び第八項において「容積率関係規定」

という。）に適合しないこととなるものであ

るときは、第一号及び第二号に掲げる基準

のほか、次に掲げる基準に適合しているこ

と。 

イ 当該工事が地震に対する安全性の向上

を図るため必要と認められるものであり、

かつ、当該工事により、当該建築物が容積率

関係規定に適合しないこととなることがや

むを得ないと認められるものであること。 

ロ 工事の計画に係る建築物について、交

通上、安全上、防火上及び衛生上支障がない

と認められるものであること。 

六 第一項の申請に係る建築物が既存耐震

不適格建築物である場合において、当該建

築物について増築をすることにより当該建

築物が建築物の建蔽率（建築面積の敷地面

積に対する割合をいう。）に係る建築基準法

又はこれに基づく命令若しくは条例の規定

（イ及び第九項において「建蔽率関係規定」

という。）に適合しないこととなるものであ

るときは、第一号及び第二号に掲げる基準

のほか、次に掲げる基準に適合しているこ

と。 

イ 当該工事が地震に対する安全性の向上

を図るため必要と認められるものであり、

かつ、当該工事により、当該建築物が建蔽率

関係規定に適合しないこととなることがや

むを得ないと認められるものであること。 

ロ 工事の計画に係る建築物について、交

通上、安全上、防火上及び衛生上支障がない

と認められるものであること。 

４ 第一項の申請に係る建築物の耐震改修

の計画が建築基準法第六条第一項の規定に

よる確認又は同法第十八条第二項の規定に

よる通知を要するものである場合において、

計画の認定をしようとするときは、所管行

政庁は、あらかじめ、建築主事の同意を得な

ければならない。 
５ 建築基準法第九十三条の規定は所管行

政庁が同法第六条第一項の規定による確認

又は同法第十八条第二項の規定による通知

を要する建築物の耐震改修の計画について

計画の認定をしようとする場合について、
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同法第九十三条の二の規定は所管行政庁が

同法第六条第一項の規定による確認を要す

る建築物の耐震改修の計画について計画の

認定をしようとする場合について準用する。 
６ 所管行政庁が計画の認定をしたときは、

次に掲げる建築物、建築物の敷地又は建築

物若しくはその敷地の部分（以下この項に

おいて「建築物等」という。）については、

建築基準法第三条第三項第三号及び第四号

の規定にかかわらず、同条第二項の規定を

適用する。 
一 耐震関係規定に適合せず、かつ、建築基

準法第三条第二項の規定の適用を受けてい

る建築物等であって、第三項第一号の国土

交通大臣が定める基準に適合しているもの

として計画の認定を受けたもの 

二 計画の認定に係る第三項第三号の建築

物等 

７ 所管行政庁が計画の認定をしたときは、

計画の認定に係る第三項第四号の建築物に

ついては、建築基準法第二十七条第二項の

規定は、適用しない。 
８ 所管行政庁が計画の認定をしたときは、

計画の認定に係る第三項第五号の建築物に

ついては、容積率関係規定は、適用しない。 
９ 所管行政庁が計画の認定をしたときは、

計画の認定に係る第三項第六号の建築物に

ついては、建蔽率関係規定は、適用しない。 
10 第一項の申請に係る建築物の耐震改修

の計画が建築基準法第六条第一項の規定に

よる確認又は同法第十八条第二項の規定に

よる通知を要するものである場合において、

所管行政庁が計画の認定をしたときは、同

法第六条第一項又は第十八条第三項の規定

による確認済証の交付があったものとみな

す。この場合において、所管行政庁は、その

旨を建築主事に通知するものとする。 
 
 

（計画の変更） 
第十八条 計画の認定を受けた者（第二十

八条第一項及び第三項を除き、以下「認定事

業者」という。）は、当該計画の認定を受け

た計画の変更（国土交通省令で定める軽微

な変更を除く。）をしようとするときは、所

管行政庁の認定を受けなければならない。 
２ 前条の規定は、前項の場合について準

用する。 

（計画認定建築物に係る報告の徴収） 
第十九条 所管行政庁は、認定事業者に対

し、計画の認定を受けた計画（前条第一項の

規定による変更の認定があったときは、そ

の変更後のもの。次条において同じ。）に係

る建築物（以下「計画認定建築物」という。）

の耐震改修の状況について報告を求めるこ

とができる。 

（改善命令） 
第二十条 所管行政庁は、認定事業者が計

画の認定を受けた計画に従って計画認定建

築物の耐震改修を行っていないと認めると

きは、当該認定事業者に対し、相当の期限を

定めて、その改善に必要な措置をとるべき

ことを命ずることができる。 

（計画の認定の取消し） 
第二十一条 所管行政庁は、認定事業者が

前条の規定による処分に違反したときは、

計画の認定を取り消すことができる。 
 
第五章 建築物の地震に対する安全性に係

る認定等 

（建築物の地震に対する安全性に係る認定） 
第二十二条 建築物の所有者は、国土交通

省令で定めるところにより、所管行政庁に

対し、当該建築物について地震に対する安

全性に係る基準に適合している旨の認定を

申請することができる。 



 
38 

 

２ 所管行政庁は、前項の申請があった場

合において、当該申請に係る建築物が耐震

関係規定又は地震に対する安全上これに準

ずるものとして国土交通大臣が定める基準

に適合していると認めるときは、その旨の

認定をすることができる。 
３ 前項の認定を受けた者は、同項の認定

を受けた建築物（以下「基準適合認定建築

物」という。）、その敷地又はその利用に関

する広告その他の国土交通省令で定めるも

の（次項において「広告等」という。）に、

国土交通省令で定めるところにより、当該

基準適合認定建築物が前項の認定を受けて

いる旨の表示を付することができる。 
４ 何人も、前項の規定による場合を除く

ほか、建築物、その敷地又はその利用に関す

る広告等に、同項の表示又はこれと紛らわ

しい表示を付してはならない。 

（基準適合認定建築物に係る認定の取消し） 
第二十三条 所管行政庁は、基準適合認定

建築物が前条第二項の基準に適合しなくな

ったと認めるときは、同項の認定を取り消

すことができる。 

（基準適合認定建築物に係る報告、検査等） 
第二十四条 所管行政庁は、前条の規定の

施行に必要な限度において、政令で定める

ところにより、第二十二条第二項の認定を

受けた者に対し、基準適合認定建築物の地

震に対する安全性に係る事項に関し報告さ

せ、又はその職員に、基準適合認定建築物、

基準適合認定建築物の敷地若しくは基準適

合認定建築物の工事現場に立ち入り、基準

適合認定建築物、基準適合認定建築物の敷

地、建築設備、建築材料、書類その他の物件

を検査させることができる。 
２ 第十三条第一項ただし書、第二項及び

第三項の規定は、前項の規定による立入検

査について準用する。 

第六章 区分所有建築物の耐震改修の必要

性に係る認定等 

（区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る

認定） 
第二十五条 耐震診断が行われた区分所有

建築物（二以上の区分所有者（建物の区分所

有等に関する法律（昭和三十七年法律第六

十九号）第二条第二項に規定する区分所有

者をいう。以下同じ。）が存する建築物をい

う。以下同じ。）の管理者等（同法第二十五

条第一項の規定により選任された管理者

（管理者がないときは、同法第三十四条の

規定による集会において指定された区分所

有者）又は同法第四十九条第一項の規定に

より置かれた理事をいう。）は、国土交通省

令で定めるところにより、所管行政庁に対

し、当該区分所有建築物について耐震改修

を行う必要がある旨の認定を申請すること

ができる。 
２ 所管行政庁は、前項の申請があった場

合において、当該申請に係る区分所有建築

物が地震に対する安全上耐震関係規定に準

ずるものとして国土交通大臣が定める基準

に適合していないと認めるときは、その旨

の認定をすることができる。 
３ 前項の認定を受けた区分所有建築物

（以下「要耐震改修認定建築物」という。）

の耐震改修が建物の区分所有等に関する法

律第十七条第一項に規定する共用部分の変

更に該当する場合における同項の規定の適

用については、同項中「区分所有者及び議決

権の各四分の三以上の多数による集会の決

議」とあるのは「集会の決議」とし、同項た

だし書の規定は、適用しない。 

（要耐震改修認定建築物の区分所有者の耐震

改修の努力） 
第二十六条 要耐震改修認定建築物の区分

所有者は、当該要耐震改修認定建築物につ
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いて耐震改修を行うよう努めなければなら

ない。 

（要耐震改修認定建築物の耐震改修に係る指

導及び助言並びに指示等） 
第二十七条 所管行政庁は、要耐震改修認

定建築物の区分所有者に対し、技術指針事

項を勘案して、要耐震改修認定建築物の耐

震改修について必要な指導及び助言をする

ことができる。 
２ 所管行政庁は、要耐震改修認定建築物

について必要な耐震改修が行われていない

と認めるときは、要耐震改修認定建築物の

区分所有者に対し、技術指針事項を勘案し

て、必要な指示をすることができる。 
３ 所管行政庁は、前項の規定による指示

を受けた要耐震改修認定建築物の区分所有

者が、正当な理由がなく、その指示に従わな

かったときは、その旨を公表することがで

きる。 
４ 所管行政庁は、前二項の規定の施行に

必要な限度において、政令で定めるところ

により、要耐震改修認定建築物の区分所有

者に対し、要耐震改修認定建築物の地震に

対する安全性に係る事項に関し報告させ、

又はその職員に、要耐震改修認定建築物、要

耐震改修認定建築物の敷地若しくは要耐震

改修認定建築物の工事現場に立ち入り、要

耐震改修認定建築物、要耐震改修認定建築

物の敷地、建築設備、建築材料、書類その他

の物件を検査させることができる。 
５ 第十三条第一項ただし書、第二項及び

第三項の規定は、前項の規定による立入検

査について準用する。 
 
第七章 建築物の耐震改修に係る特例 

（特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認

定の基準の特例） 

第二十八条 第五条第三項第四号の規定に

より都道府県耐震改修促進計画に特定優良

賃貸住宅の特定入居者に対する賃貸に関す

る事項を記載した都道府県の区域内におい

て、特定優良賃貸住宅法第五条第一項に規

定する認定事業者は、特定優良賃貸住宅の

全部又は一部について特定優良賃貸住宅法

第三条第四号に規定する資格を有する入居

者を国土交通省令で定める期間以上確保す

ることができないときは、特定優良賃貸住

宅法の規定にかかわらず、都道府県知事（市

の区域内にあっては、当該市の長。第三項に

おいて同じ。）の承認を受けて、その全部又

は一部を特定入居者に賃貸することができ

る。 
２ 前項の規定により特定優良賃貸住宅の

全部又は一部を賃貸する場合においては、

当該賃貸借を、借地借家法（平成三年法律第

九十号）第三十八条第一項の規定による建

物の賃貸借（国土交通省令で定める期間を

上回らない期間を定めたものに限る。）とし

なければならない。 
３ 特定優良賃貸住宅法第五条第一項に規

定する認定事業者が第一項の規定による都

道府県知事の承認を受けた場合における特

定優良賃貸住宅法第十一条第一項の規定の

適用については、同項中「処分」とあるのは、

「処分又は建築物の耐震改修の促進に関す

る法律（平成七年法律第百二十三号）第二十

八条第二項の規定」とする。 

（機構の業務の特例） 
第二十九条 第五条第三項第五号の規定に

より都道府県耐震改修促進計画に機構によ

る建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に

関する事項を記載した都道府県の区域内に

おいて、機構は、独立行政法人都市再生機構

法（平成十五年法律第百号）第十一条に規定

する業務のほか、委託に基づき、政令で定め
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る建築物（同条第三項第二号の住宅又は同

項第四号の施設であるものに限る。）の耐震

診断及び耐震改修の業務を行うことができ

る。 

（公社の業務の特例） 
第三十条 第五条第三項第五号の規定によ

り都道府県耐震改修促進計画に公社による

建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関

する事項を記載した都道府県の区域内にお

いて、公社は、地方住宅供給公社法（昭和四

十年法律第百二十四号）第二十一条に規定

する業務のほか、委託により、住宅の耐震診

断及び耐震改修並びに市街地において自ら

又は委託により行った住宅の建設と一体と

して建設した商店、事務所等の用に供する

建築物及び集団住宅の存する団地の居住者

の利便に供する建築物の耐震診断及び耐震

改修の業務を行うことができる。 
２ 前項の規定により公社の業務が行われ

る場合には、地方住宅供給公社法第四十九

条第三号中「第二十一条に規定する業務」と

あるのは、「第二十一条に規定する業務及び

建築物の耐震改修の促進に関する法律（平

成七年法律第百二十三号）第三十条第一項

に規定する業務」とする。 

（独立行政法人住宅金融支援機構の資金の貸

付けについての配慮） 
第三十一条 独立行政法人住宅金融支援機

構は、法令及びその事業計画の範囲内にお

いて、計画認定建築物である住宅の耐震改

修が円滑に行われるよう、必要な資金の貸

付けについて配慮するものとする。 
 
第八章 耐震改修支援センター 

（耐震改修支援センター） 
第三十二条 国土交通大臣は、建築物の耐

震診断及び耐震改修の実施を支援すること

を目的とする一般社団法人又は一般財団法

人その他営利を目的としない法人であって、

第三十四条に規定する業務（以下「支援業

務」という。）に関し次に掲げる基準に適合

すると認められるものを、その申請により、

耐震改修支援センター（以下「センター」と

いう。）として指定することができる。 
一 職員、支援業務の実施の方法その他の

事項についての支援業務の実施に関する計

画が、支援業務の適確な実施のために適切

なものであること。 

二 前号の支援業務の実施に関する計画を

適確に実施するに足りる経理的及び技術的

な基礎を有するものであること。 

三 役員又は職員の構成が、支援業務の公

正な実施に支障を及ぼすおそれがないもの

であること。 

四 支援業務以外の業務を行っている場合

には、その業務を行うことによって支援業

務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがな

いものであること。 

五 前各号に定めるもののほか、支援業務

を公正かつ適確に行うことができるもので

あること。 

（指定の公示等） 
第三十三条 国土交通大臣は、前条の規定

による指定（以下単に「指定」という。）を

したときは、センターの名称及び住所並び

に支援業務を行う事務所の所在地を公示し

なければならない。 
２ センターは、その名称若しくは住所又

は支援業務を行う事務所の所在地を変更し

ようとするときは、変更しようとする日の

二週間前までに、その旨を国土交通大臣に

届け出なければならない。 
３ 国土交通大臣は、前項の規定による届

出があったときは、その旨を公示しなけれ

ばならない。   
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（業務） 
第三十四条 センターは、次に掲げる業務

を行うものとする。 
一 認定事業者が行う計画認定建築物であ

る要安全確認計画記載建築物及び特定既存

耐震不適格建築物の耐震改修に必要な資金

の貸付けを行った国土交通省令で定める金

融機関の要請に基づき、当該貸付けに係る

債務の保証をすること。 

二 建築物の耐震診断及び耐震改修に関す

る情報及び資料の収集、整理及び提供を行

うこと。 

三 建築物の耐震診断及び耐震改修に関す

る調査及び研究を行うこと。 

四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を

行うこと。 

（業務の委託） 
第三十五条 センターは、国土交通大臣の

認可を受けて、前条第一号に掲げる業務（以

下「債務保証業務」という。）のうち債務の

保証の決定以外の業務の全部又は一部を金

融機関その他の者に委託することができる。 
２ 金融機関は、他の法律の規定にかかわ

らず、前項の規定による委託を受け、当該業

務を行うことができる。 

（債務保証業務規程） 
第三十六条 センターは、債務保証業務に

関する規程（以下「債務保証業務規程」とい

う。）を定め、国土交通大臣の認可を受けな

ければならない。これを変更しようとする

ときも、同様とする。 
２ 債務保証業務規程で定めるべき事項は、

国土交通省令で定める。 
３ 国土交通大臣は、第一項の認可をした

債務保証業務規程が債務保証業務の公正か

つ適確な実施上不適当となったと認めると

きは、その債務保証業務規程を変更すべき

ことを命ずることができる。 

（事業計画等） 
第三十七条 センターは、毎事業年度、国

土交通省令で定めるところにより、支援業

務に係る事業計画及び収支予算を作成し、

当該事業年度の開始前に（指定を受けた日

の属する事業年度にあっては、その指定を

受けた後遅滞なく）、国土交通大臣の認可を

受けなければならない。これを変更しよう

とするときも、同様とする。 
２ センターは、毎事業年度、国土交通省令

で定めるところにより、支援業務に係る事

業報告書及び収支決算書を作成し、当該事

業年度経過後三月以内に、国土交通大臣に

提出しなければならない。 

（区分経理） 
第三十八条 センターは、国土交通省令で

定めるところにより、次に掲げる業務ごと

に経理を区分して整理しなければならない。 
一 債務保証業務及びこれに附帯する業務 

二 第三十四条第二号及び第三号に掲げる

業務並びにこれらに附帯する業務 

（帳簿の備付け等） 
第三十九条 センターは、国土交通省令で

定めるところにより、支援業務に関する事

項で国土交通省令で定めるものを記載した

帳簿を備え付け、これを保存しなければな

らない。 
２ 前項に定めるもののほか、センターは、

国土交通省令で定めるところにより、支援

業務に関する書類で国土交通省令で定める

ものを保存しなければならない。 

（監督命令） 
第四十条 国土交通大臣は、支援業務の公

正かつ適確な実施を確保するため必要があ

ると認めるときは、センターに対し、支援業

務に関し監督上必要な命令をすることがで

きる。 
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（センターに係る報告、検査等） 
第四十一条 国土交通大臣は、支援業務の

公正かつ適確な実施を確保するため必要が

あると認めるときは、センターに対し支援

業務若しくは資産の状況に関し必要な報告

を求め、又はその職員に、センターの事務所

に立ち入り、支援業務の状況若しくは帳簿、

書類その他の物件を検査させ、若しくは関

係者に質問させることができる。 
２ 前項の規定により立入検査をする職員

は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者

に提示しなければならない。 
３ 第一項の規定による立入検査の権限は、

犯罪捜査のために認められたものと解釈し

てはならない。 

（指定の取消し等） 
第四十二条 国土交通大臣は、センターが

次の各号のいずれかに該当するときは、そ

の指定を取り消すことができる。 
一 第三十三条第二項又は第三十七条から

第三十九条までの規定のいずれかに違反し

たとき。 

二 第三十六条第一項の認可を受けた債務

保証業務規程によらないで債務保証業務を

行ったとき。 

三 第三十六条第三項又は第四十条の規定

による命令に違反したとき。 

四 第三十二条各号に掲げる基準に適合し

ていないと認めるとき。 

五 センター又はその役員が、支援業務に

関し著しく不適当な行為をしたとき。 

六 不正な手段により指定を受けたとき。 

２ 国土交通大臣は、前項の規定により指

定を取り消したときは、その旨を公示しな

ければならない。 
 
 
 

第九章 罰則 

第四十三条 第八条第一項の規定による命

令に違反した者は、百万円以下の罰金に処

する。 
第四十四条 第十三条第一項、第十五条第

四項又は第二十七条第四項の規定による報

告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこ

れらの規定による検査を拒み、妨げ、若しく

は忌避した者は、五十万円以下の罰金に処

する。 
第四十五条 次の各号のいずれかに該当す

る者は、三十万円以下の罰金に処する。 
一 第十九条、第二十四条第一項又は第四

十一条第一項の規定による報告をせず、又

は虚偽の報告をした者 

二 第二十二条第四項の規定に違反して、

表示を付した者 

三 第二十四条第一項又は第四十一条第一

項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避

した者 

四 第三十九条第一項の規定に違反して、

帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しく

は帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存

しなかった者 

五 第三十九条第二項の規定に違反した者 

六 第四十一条第一項の規定による質問に

対して答弁せず、又は虚偽の答弁をした者 

第四十六条 法人の代表者又は法人若し

くは人の代理人、使用人その他の従業者が、

その法人又は人の業務に関し、前三条の違

反行為をしたときは、行為者を罰するほか、

その法人又は人に対しても各本条の刑を科

する。  
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３．建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針 

（平成 18 年 １月 25 日 国土交通省告示第 184 号） 

（最終改正 平成 30 年 12 月 21 日 国土交通省告示第 529 号） 

 

平成七年一月の阪神・淡路大震災では、地

震により六千四百三十四人の尊い命が奪われ

た。このうち地震による直接的な死者数は五

千五百二人であり、さらにこの約九割の四千

八百三十一人が住宅・建築物の倒壊等による

ものであった。この教訓を踏まえて、建築物

の耐震改修の促進に関する法律（以下「法」と

いう。）が制定された。 

しかし近年、平成十六年十月の新潟県中越

地震、平成十七年三月の福岡県西方沖地震、

平成二十年六月の岩手・宮城県内陸地震、平

成二十八年四月の熊本地震、平成三十年九月

の北海道胆振東部地震など大地震が頻発して

おり、特に平成二十三年三月に発生した東日

本大震災は、これまでの想定をはるかに超え

る巨大な地震・津波により、一度の災害で戦

後最大の人命が失われるなど、甚大な被害を

もたらした。また、東日本大震災においては、

津波による沿岸部の建築物の被害が圧倒的で

あったが、内陸市町村においても建築物に大

きな被害が発生した。さらに、平成三十年六

月の大阪府北部を震源とする地震においては

塀に被害が発生した。このように、我が国に

おいて、大地震はいつどこで発生してもおか

しくない状況にあるとの認識が広がっている。 

また、南海トラフ地震、日本海溝・千島海溝

周辺海溝型地震及び首都直下地震については、

発生の切迫性が指摘され、ひとたび地震が発

生すると被害は甚大なものと想定されており、

特に、南海トラフ巨大地震については、東日

本大震災を上回る被害が想定されている。建

築物の耐震改修については、建築物の耐震化

緊急対策方針（平成十七年九月中央防災会議

決定）において、全国的に取り組むべき「社会

全体の国家的な緊急課題」とされるとともに、

南海トラフ地震防災対策推進基本計画（平成

二十六年三月中央防災会議決定）において、

十年後に死者数を概ね八割、建築物の全壊棟

数を概ね五割、被害想定から減少させるとい

う目標の達成のため、重点的に取り組むべき

ものとして位置づけられているところである。

また、首都直下地震緊急対策推進基本計画（平

成二十七年三月閣議決定）においては、十年

後に死者数及び建築物の全壊棟数を被害想定

から半減させるという目標の達成のため、あ

らゆる対策の大前提として強力に推進すべき

ものとして位置づけられているところである。

特に切迫性の高い地震については発生までの

時間が限られていることから、効果的かつ効

率的に建築物の耐震改修等を実施することが

求められている。 

この告示は、このような認識の下に、建築

物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るため、

基本的な方針を定めるものである。 

 

一 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に

関する基本的な事項 

１ 国、地方公共団体、所有者等の役割分担 

住宅・建築物の耐震化の促進のためには、

まず、住宅・建築物の所有者等が、地域防災対

策を自らの問題、地域の問題として意識して

取り組むことが不可欠である。国及び地方公

共団体は、こうした所有者等の取組をできる

限り支援するという観点から、所有者等にと

って耐震診断及び耐震改修を行いやすい環境

の整備や負担軽減のための制度の構築など必

要な施策を講じ、耐震改修の実施の阻害要因

となっている課題を解決していくべきである。 
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２ 公共建築物の耐震化の促進 

公共建築物については、災害時には学校は

避難場所等として活用され、病院では災害に

よる負傷者の治療が、国及び地方公共団体の

庁舎では被害情報収集や災害対策指示が行わ

れるなど、多くの公共建築物が応急活動の拠

点として活用される。このため、平常時の利

用者の安全確保だけでなく、災害時の拠点施

設としての機能確保の観点からも公共建築物

の耐震性確保が求められるとの認識のもと、

強力に公共建築物の耐震化の促進に取り組む

べきである。具体的には、国及び地方公共団

体は、各施設の耐震診断を速やかに行い、耐

震性に係るリストを作成及び公表するととも

に、整備目標及び整備プログラムの策定等を

行い、計画的かつ重点的な耐震化の促進に積

極的に取り組むべきである。 

また、公共建築物について、法第 22 条第３

項の規定に基づく表示を積極的に活用すべき

である。 

３ 法に基づく指導等の実施 

所管行政庁は、法に基づく指導等を次のイ

からハまでに掲げる建築物の区分に応じ、そ

れぞれ当該イからハまでに定める措置を適切

に実施すべきである。 

イ 耐震診断義務付け対象建築物 

法第７条に規定する要安全確認計画記載建

築物及び法附則第３条第１項に規定する要緊

急安全確認大規模建築物（以下「耐震診断義

務付け対象建築物」という。）については、所

管行政庁は、その所有者に対して、所有する

建築物が耐震診断の実施及び耐震診断の結果

の報告義務の対象建築物となっている旨の十

分な周知を行い、その確実な実施を図るべき

である。また、期限までに耐震診断の結果を

報告しない所有者に対しては、個別の通知等

を行うことにより、耐震診断結果の報告をす

るように促し、それでもなお報告しない場合

にあっては、法第８条第１項（法附則第３条

第３項において準用する場合を含む。）の規

定に基づき、当該所有者に対し、相当の期限

を定めて、耐震診断の結果の報告を行うべき

ことを命ずるとともに、その旨を公報、ホー

ムページ等で公表すべきである。法第９条（法

附則第３条第３項において準用する場合を含

む。）の規定に基づく報告の内容の公表につ

いては、建築物の耐震改修の促進に関する法

律施行規則（平成７年建設省令第 28号。以下

「規則」という。）第 22 条（規則附則第３条

において準用する場合を含む。）の規定によ

り、所管行政庁は、当該報告の内容をとりま

とめた上で公表しなければならないが、当該

公表後に耐震改修等により耐震性が確保され

た建築物については、公表内容にその旨を付

記するなど、迅速に耐震改修等に取り組んだ

建築物所有者が不利になることのないよう、

営業上の競争環境等にも十分に配慮し、丁寧

な運用を行うべきである。また、所管行政庁

は、報告された耐震診断の結果を踏まえ、当

該耐震診断義務付け対象建築物の所有者に対

して、法第 12 条第１項の規定に基づく指導及

び助言を実施するよう努めるとともに、指導

に従わない者に対しては同条第２項の規定に

基づき必要な指示を行い、正当な理由がなく、

その指示に従わなかったときは、その旨を公

報、ホームページ等を通じて公表すべきであ

る。 

さらに、指導・助言、指示等を行ったにもか

かわらず、当該耐震診断義務付け対象建築物

の所有者が必要な対策をとらなかった場合に

は、所管行政庁は、構造耐力上主要な部分の



 
45 

 

地震に対する安全性について著しく保安上危

険であると認められる建築物（別添の建築物

の耐震診断及び耐震改修の実施について技術

上の指針となるべき事項（以下「技術指針事

項」という。）第１第１号又は第２号の規定に

より構造耐力上主要な部分の地震に対する安

全性を評価した結果、地震の震動及び衝撃に

対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高いと

判断された建築物をいう。以下同じ。）につい

ては速やかに建築基準法（昭和 25 年法律第

201号）第 10条第３項の規定に基づく命令を、

損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放

置すれば著しく保安上危険となるおそれがあ

ると認められる建築物については、同条第１

項の規定に基づく勧告や同条第２項の規定に

基づく命令を行うべきである。 

ロ 指示対象建築物 

法第 15 条第２項に規定する特定既存耐震

不適格建築物（以下「指示対象建築物」とい

う。）については、所管行政庁は、その所有者

に対して、所有する建築物が指示対象建築物

である旨の周知を図るとともに、同条第１項

の規定に基づく指導及び助言を実施するよう

努め、指導に従わない者に対しては同条第２

項の規定に基づき必要な指示を行い、正当な

理由がなく、その指示に従わなかったときは、

その旨を公報、ホームページ等を通じて公表

すべきである。 

また、指導・助言、指示等を行ったにもかか

わらず、当該指示対象建築物の所有者が必要

な対策をとらなかった場合には、所管行政庁

は、構造耐力上主要な部分の地震に対する安

全性について著しく保安上危険であると認め

られる建築物については速やかに建築基準法

第 10 条第３項の規定に基づく命令を、損傷、

腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれ

ば著しく保安上危険となるおそれがあると認

められる建築物については、同条第１項の規

定に基づく勧告や同条第２項の規定に基づく

命令を行うべきである。 

ハ 指導・助言対象建築物 

法第 14 条に規定する特定既存耐震不適格

建築物（指示対象建築物を除く。）について

は、所管行政庁は、その所有者に対して、法第

15条第１項の規定に基づく指導及び助言を実

施するよう努めるべきである。また、法第 16

条第１項に規定する既存耐震不適格建築物に

ついても、所管行政庁は、その所有者に対し

て、同条第２項の規定に基づく指導及び助言

を実施するよう努めるべきである。 

４ 計画の認定等による耐震改修の促進 

所管行政庁は、法第 17条第３項の計画の認

定、法第 22 条第２項の認定、法第 25 条第２

項の認定について、適切かつ速やかな認定が

行われるよう努めるべきである。国は、これ

らの認定について、所管行政庁による適切か

つ速やかな認定が行われるよう、必要な助言、

情報提供等を行うこととする。 

５ 所有者等の費用負担の軽減等 

耐震診断及び耐震改修に要する費用は、建

築物の状況や工事の内容により様々であるが、

相当の費用を要することから、所有者等の費

用負担の軽減を図ることが課題となっている。

このため、地方公共団体は、所有者等に対す

る耐震診断及び耐震改修に係る助成制度等の

整備や耐震改修促進税制の普及に努め、密集

市街地や緊急輸送道路・避難路沿いの建築物

の耐震化を促進するなど、重点的な取組を行

うことが望ましい。特に、耐震診断義務付け

対象建築物については早急な耐震診断の実施

及び耐震改修の促進が求められることから、

特に重点的な予算措置が講じられることが望

ましい。国は、地方公共団体に対し、必要な助

言、補助・交付金、税の優遇措置等の制度に係

る情報提供等を行うこととする。 
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また、法第 32 条の規定に基づき指定された

耐震改修支援センター（以下「センター」とい

う。）が債務保証業務、情報提供業務等を行う

こととしているが、国は、センターを指定し

た場合においては、センターの業務が適切に

運用されるよう、センターに対して必要な指

導等を行うとともに、都道府県に対し、必要

な情報提供等を行うこととする。 

さらに、所有者等が耐震改修工事を行う際

に仮住居の確保が必要となる場合については、

地方公共団体が、公共賃貸住宅の空家の紹介

等に努めることが望ましい。 

６ 相談体制の整備及び情報提供の充実 

近年、悪質なリフォーム工事詐欺による被

害が社会問題となっており、住宅・建築物の

所有者等が安心して耐震診断及び耐震改修を

実施できる環境整備が重要な課題となってい

る。特に、「どの事業者に頼めばよいか」、「工

事費用は適正か」、「工事内容は適切か」、「改

修の効果はあるのか」等の不安に対応する必

要がある。このため、国は、センター等と連携

し、耐震診断及び耐震改修に関する相談窓口

を設置するとともに、耐震診断及び耐震改修

の実施が可能な建築士及び事業者の一覧や、

耐震改修工法の選択や耐震診断・耐震改修費

用の判断の参考となる事例集を作成し、ホー

ムページ等で公表を行い、併せて、地方公共

団体に対し、必要な助言、情報提供等を行う

こととする。また、全ての市町村は、耐震診断

及び耐震改修に関する相談窓口を設置するよ

う努めるべきであるとともに、地方公共団体

は、センター等と連携し、先進的な取組事例、

耐震改修事例、一般的な工事費用、専門家・事

業者情報、助成制度概要等について、情報提

供の充実を図ることが望ましい。 

７ 専門家・事業者の育成及び技術開発 

適切な耐震診断及び耐震改修が行われるた

めには、専門家・事業者が耐震診断及び耐震

改修について必要な知識、技術等の更なる習

得に努め、資質の向上を図ることが望ましい。

国及び地方公共団体は、センター等の協力を

得て、講習会や研修会の開催、受講者の登録・

紹介制度の整備等に努めるものとする。特に、

耐震診断義務付け対象建築物の耐震診断が円

滑に行われるよう、国は、登録資格者講習（規

則第５条に規定する登録資格者講習をいう。

以下同じ。）の十分な頻度による実施、建築士

による登録資格者講習の受講の促進のための

情報提供の充実を図るものとする。 

また、簡易な耐震改修工法の開発やコスト

ダウン等が促進されるよう、国及び地方公共

団体は、関係団体と連携を図り、耐震診断及

び耐震改修に関する調査及び研究を実施する

こととする。 

８ 地域における取組の推進 

地方公共団体は、地域に根ざした専門家・

事業者の育成、町内会や学校等を単位とした

地震防災対策への取組の推進、ＮＰＯとの連

携や地域における取組に対する支援、地域ご

とに関係団体等からなる協議会の設置等を行

うことが考えられる。国は、地方公共団体に

対し、必要な助言、情報提供等を行うことと

する。 

９ その他の地震時の安全対策 

地方公共団体及び関係団体は、耐震改修と

併せて、ブロック塀の倒壊防止、窓ガラス、天

井、外壁等の非構造部材の脱落防止対策につ

いての改善指導や、地震時のエレベーター内

の閉じ込め防止対策、エスカレーターの脱落

防止対策、給湯設備の転倒防止対策、配管等

の設備の落下防止対策の実施に努めるべきで

あり、これらの対策に係る建築基準法令の規

定に適合しない建築物で同法第３条第２項の

適用を受けているものについては、改修の促

進を図るべきである。また、南海トラフ沿い

の巨大地震による長周期地震動に関する報告

（平成 27 年 12 月）を踏まえて、長周期地震

動対策を推進すべきである。国は、地方公共
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団体及び関係団体に対し、必要な助言、情報

提供等を行うこととする。 

 

二 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に

関する目標の設定に関する事項 

１ 建築物の耐震化の現状 

平成 25 年の統計調査に基づき、我が国の住

宅については総数約 5,200万戸のうち、約 900

万戸（約 18 パーセント）が耐震性が不十分で

あり、耐震化率は約 82 パーセントと推計され

ている。この推計では、耐震性が不十分な住

宅は、平成 15 年の約 1,150 万戸から 10 年間

で約 250 万戸減少しているが、大部分が建替

えによるものであり、耐震改修によるものは

10 年間で約 55 万戸に過ぎないと推計されて

いる。 

また、法第 14 条第１号に掲げる建築物（以

下「多数の者が利用する建築物」という。）に

ついては、約 42 万棟のうち、約６万棟（約 15

パーセント）が耐震性が不十分であり、耐震

化率は約 85 パーセントと推計されている。 

２ 建築物の耐震診断及び耐震改修の目標の

設定 

南海トラフ地震防災対策推進基本計画、首

都直下地震緊急対策推進基本計画及び住生活

基本計画（平成二十八年三月閣議決定）にお

ける目標を踏まえ、住宅の耐震化率及び多数

の者が利用する建築物の耐震化率について、

平成三十二年までに少なくとも九十五パーセ

ントにすることを目標とするとともに、平成

三十七年までに耐震性が不十分な住宅を、同

年を目途に耐震性が不十分な耐震診断義務付

け対象建築物を、それぞれおおむね解消する

ことを目標とする。 

耐震化率を九十五パーセントとするために

は、平成二十五年から平成三十二年までの間

に、少なくとも住宅の耐震化は約六百五十万

戸（うち耐震改修は約百三十万戸）とする必

要があり、建替え促進を図るとともに、耐震

改修のペースを約三倍にすることが必要であ

る。また、多数の者が利用する建築物の耐震

化は少なくとも約四万棟（うち耐震改修は約

三万棟）とする必要があり、建替え促進を図

るとともに、現在の耐震改修のペースを約二

倍にすることが必要となる。 

また、建築物の耐震化のためには、耐震診

断の実施の促進を図ることが必要であり、平

成 25 年から平成 32 年までの間に、耐震化率

の目標達成のために必要な耐震改修の戸数又

は棟数と同程度の耐震診断の実施が必要とな

ると考えて、少なくとも住宅については約

130 万戸、多数の者が利用する建築物につい

ては約３万棟の耐震診断の実施を目標とする

こととする。特に、公共建築物については、各

地方公共団体において、できる限り用途ごと

に目標が設定されるよう、国土交通省は、関

係省庁と連携を図り、必要な助言、情報提供

を行うこととする。 

 

三 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に

ついて技術上の指針となるべき事項 

建築物の耐震診断及び耐震改修は、既存の

建築物について、現行の耐震関係規定に適合

しているかどうかを調査し、これに適合しな

い場合には、適合させるために必要な改修を

行うことが基本である。しかしながら、既存

の建築物については、耐震関係規定に適合し

ていることを詳細に調査することや、適合し

ない部分を完全に適合させることが困難な場

合がある。このような場合には、建築物の所

有者等は、技術指針事項に基づいて耐震診断

を行い、その結果に基づいて必要な耐震改修

を行うべきである。 

四 建築物の地震に対する安全性の向上に関

する啓発及び知識の普及に関する基本的な事

項 

建築物の所有者等が、地震防災対策を自ら

の問題、地域の問題として意識することがで
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きるよう、地方公共団体は、過去に発生した

地震の被害と対策、発生のおそれがある地震

の概要と地震による危険性の程度等を記載し

た地図（以下「地震防災マップ」という。）、建

築物の耐震性能や免震等の技術情報、地域で

の取組の重要性等について、町内会等や各種

メディアを活用して啓発及び知識の普及を図

ることが考えられる。国は、地方公共団体に

対し、必要な助言及び情報提供等を行うこと

とする。 

また、地方公共団体が適切な情報提供を行

うことができるよう、地方公共団体とセンタ

ーとの間で必要な情報の共有及び連携が図ら

れることが望ましい。 

 

五 都道府県耐震改修促進計画の策定に関す

る基本的な事項その他建築物の耐震診断及び

耐震改修の促進に関する重要事項 

１ 都道府県耐震改修促進計画の策定に関す

る基本的な事項 

イ 都道府県耐震改修促進計画の基本的な考

え方 

都道府県は、法第五条第一項の規定に基づ

く都道府県耐震改修促進計画（以下単に「都

道府県耐震改修促進計画」という。）を、建築

物の耐震改修の促進に関する法律施行令の一

部を改正する政令（平成三十年政令第三百二

十三号。以下「改正令」という。）の施行後で

きるだけ速やかに改定すべきである。都道府

県耐震改修促進計画の改定に当たっては、道

路部局、防災部局、衛生部局、観光部局、商工

部局、教育委員会等とも連携するとともに、

都道府県内の市町村の耐震化の目標や施策と

の整合を図るため、市町村と協議会を設置す

る等の取組を行いながら、市町村の区域を超

える広域的な見地からの調整を図る必要があ

る施策等を中心に見直すことが考えられる。 

また、都道府県耐震改修促進計画に基づく

施策が効果的に実現できるよう、その 改定に

当たっては、法に基づく指導・助言、指示等を

行う所管行政庁と十分な調整を行うべきであ

る。なお、都道府県は、耐震化の進捗状況や新

たな施策の実施等にあわせて、適宜、都道府

県耐震改修促進計画の見直しを行うことが望

ましい。 

ロ 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に

関する目標 

都道府県耐震改修促進計画においては、二

２の目標を踏まえ、各都道府県において想定

される地震の規模、被害の状況、建築物の耐

震化の現状等を勘案し、可能な限り建築物の

用途ごとに目標を定めることが望ましい。な

お、都道府県は、定めた目標について、一定期

間ごとに検証するべきである。特に耐震診断

義務付け対象建築物については、早急に耐震

化を促進すべき建築物であるため、耐震診断

結果の報告を踏まえ、耐震化の状況を検証す

るべきである。 

また、庁舎、病院、学校等の公共建築物につ

いては、関係部局と協力し、今後速やかに耐

震診断を行い、その結果の公表に取り組むと

ともに、具体的な耐震化の目標を設定すべき

である。 

さらに、重点化を図りながら着実な耐震化

を推進するため、都道府県は、公共建築物に

係る整備プログラム等を作成することが望ま

しい。 

ハ 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を

図るための施策 

都道府県耐震改修促進計画においては、都

道府県、市町村、建築物の所有者等との役割

分担の考え方、実施する事業の方針等基本的

な取組方針について定めるとともに、具体的

な支援策の概要、安心して耐震改修等を行う

ことができるようにするための環境整備、地

震時の総合的な安全対策に関する事業の概要

等を定めることが望ましい。 
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法第５条第３項第１号の規定に基づき定め

るべき公益上必要な建築物は、地震時におけ

る災害応急対策の拠点となる施設や避難所と

なる施設等であるが、例えば庁舎、病院、学校

の体育館等の公共建築物のほか、病院、ホテ

ル・旅館、福祉施設等の民間建築物のうち、災

害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第

２条第 10 号に規定する地域防災計画や防災

に関する計画等において、大規模な地震が発

生した場合においてその利用を確保すること

が公益上必要な建築物として定められたもの

についても、積極的に定めることが考えられ

る。 

なお、公益上必要な建築物を定めようとす

るときは、法第５条第４項の規定に基づき、

あらかじめ、当該建築物の所有者等の意見を

勘案し、例えば特別積合せ貨物運送以外の一

般貨物自動車運送事業の用に供する施設であ

る建築物等であって、大規模な地震が発生し

た場合に公益上必要な建築物として実際に利

用される見込みがないものまで定めることが

ないよう留意するべきである。 

法第５条第３項第２号又は第３号の規定に

基づき定めるべき道路は、沿道の建築物の倒

壊によって緊急車両の通行や住民の避難の妨

げになるおそれがある道路であるが、例えば

緊急輸送道路、避難路、通学路等避難場所と

連絡する道路その他密集市街地内の道路等を

定めることが考えられる。特に緊急輸送道路

のうち、市町村の区域を越えて、災害時の拠

点施設を連絡する道路であり、災害時におけ

る多数の者の円滑な避難、救急・消防活動の

実施、避難者への緊急物資の輸送等の観点か

ら重要な道路については、沿道の建築物の耐

震化を図ることが必要な道路として定めるべ

きである。このうち、現に相当数の建築物が

集合し、又は集合することが確実と見込まれ

る地域を通過する道路、公園や学校等の重要

な避難場所と連絡する道路その他の地域の防

災上の観点から重要な道路については、同項

第二号の規定に基づき早期に通行障害建築物

の耐震診断を行わせ、耐震化を図ることが必

要な道路として定めることが考えられる。 

改正令の施行の際、現に同号の規定に基づ

き通行障害既存耐震不適格建築物（耐震不明

建築物であるものに限る。以下同じ。）に係る

耐震診断の結果の報告の期限に関する事項が

都道府県耐震改修促進計画に記載されている

場合においては、必要に応じて、当該都道府

県耐震改修促進計画を速やかに改定し、建築

物の耐震改修の促進に関する法律施行令（平

成七年政令第四百二十九号）第四条第二号に

規定する組積造の塀に係る耐震診断の結果の

報告の期限に関する事項を別に記載すべきで

ある。 

ただし、やむを得ない事情により当該都道

府県耐震改修促進計画を速やかに改定するこ

とが困難な場合においては、改正令の施行の

際現に法第五条第三項第二号の規定に基づき

当該都道府県耐震改修促進計画に記載されて

いる通行障害既存耐震不適格建築物に係る耐

震診断の結果の報告の期限に関する事項は、

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令

第四条第一号に規定する建築物に係るもので

あるとみなす。 

また、同条第二号に規定する組積造の塀に

ついては、規則第四条の二の規定により、地

域の実情に応じて、都道府県知事が耐震診断

義務付け対象建築物となる塀の長さ等を規則

で定めることができることに留意すべきであ

る。 

さらに、同項第四号の規定に基づく特定優

良賃貸住宅に関する事項は、法第二十八条の

特例の適用の考え方等について定めることが

望ましい。加えて、同項第５号の規定に基づ

く独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供

給公社（以下「機構等」という。）による建築

物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する事
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項は、機構等が耐震診断及び耐震改修を行う

地域、建築物の種類等について定めることが

考えられる。 

なお、独立行政法人都市再生機構による耐

震診断及び耐震改修の業務及び地域は、原則

として都市再生に資するものに限定するとと

もに、地域における民間事業者による業務を

補完して行うよう留意する。 

ニ 建築物の地震に対する安全性の向上に関

する啓発及び知識の普及 

都道府県耐震改修促進計画においては、

個々の建築物の所在地を識別可能とする程度

に詳細な地震防災マップの作成について盛り

込むとともに、相談窓口の設置、パンフレッ

トの作成・配布、セミナー・講習会の開催、耐

震診断及び耐震改修に係る情報提供等、啓発

及び知識の普及に係る事業について定めるこ

とが望ましい。特に、地震防災マップの作成

及び相談窓口の設置は、都道府県内の全ての

市町村において措置されるよう努めるべきで

ある。 

また、地域における地震時の危険箇所の点

検等を通じて、住宅・建築物の耐震化のため

の啓発活動や危険なブロック塀の改修・撤去

等の取組を行うことが効果的であり、必要に

応じ、市町村との役割分担のもと、町内会や

学校等との連携策についても定めることが考

えられる。 

ホ 建築基準法による勧告又は命令等の実施 

法に基づく指導・助言、指示、命令等につい

て、所管行政庁は、優先的に実施すべき建築

物の選定及び対応方針、公表の方法等につい

て定めることが望ましい。また、所管行政庁

は、法第 12 条第３項（法附則第３条第３項に

おいて準用する場合を含む。）又は法第 15 条

第３項の規定による公表を行ったにもかかわ

らず、建築物の所有者が耐震改修を行わない

場合には、建築基準法第 10 条第１項の規定に

よる勧告、同条第２項又は第３項の規定によ

る命令等を実施すべきであり、その実施の考

え方、方法等について定めることが望ましい。 

２ 市町村耐震改修促進計画の策定に関する

基本的な事項  

イ 市町村耐震改修促進計画の基本的な考え

方 

平成十七年三月に中央防災会議において決

定された地震防災戦略において、東海地震及

び東南海・南海地震の被害を受けるおそれの

ある地方公共団体については地域目標を定め

ることが要請され、その他の地域においても

減災目標を策定することが必要とされている。

こうしたことを踏まえ、法第六条第一項にお

いて、基礎自治体である市町村においても、

都道府県耐震改修促進計画に基づき、市町村

耐震改修促進計画を定めるよう努めるものと

されたところであり、可能な限り全ての市町

村において市町村耐震改修促進計画が策定さ

れることが望ましい。また、改正令の施行前

に市町村耐震改修促進計画を策定している市

町村にあっては、当該市町村耐震改修促進計

画を改正令の施行後できるだけ速やかに改定

すべきである。 

市町村耐震改修促進計画の策定及び改定に

当たっては、道路部局、防災部局、衛生部局、

観光部局、商工部局、教育委員会等とも連携

するとともに、都道府県の耐震化の目標や施

策との整合を図るため、都道府県と協議会を

設置する等の取組を行いながら、より地域固

有の状況に配慮して作成することが考えられ

る。また、市町村耐震改修促進計画に基づく

施策が効果的に実現できるよう、法に基づく

指導、助言、指示等を行う所管行政庁と十分

な調整を行うべきである。 

なお、市町村は、耐震化の進捗状況や新た

な施策の実施等にあわせて、適宜、市町村耐

震改修促進計画の見直しを行うことが望まし

い。 
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ロ 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に

関する目標 

市町村耐震改修促進計画においては、都道

府県耐震改修促進計画の目標を踏まえ、各市

町村において想定される地震の規模、被害の

状況、建築物の耐震化の現状等を勘案し、可

能な限り建築物の用途ごとに目標を定めるこ

とが望ましい。 

なお、市町村は、定めた目標について、一定

期間ごとに検証すべきである。特に耐震診断

義務付け対象建築物については、早急に耐震

化を促進すべき建築物である。このため、市

町村耐震改修促進計画に法第六条第三項第一

号に定める事項を記載する場合においては早

期に記載するとともに、二２の目標を踏まえ、

耐震診断義務付け対象建築物の耐震化の目標

を設定すべきである。 

また、耐震診断の結果の報告を踏まえ、耐

震化の状況を検証すべきである。さらに、庁

舎、病院、学校等の公共建築物については、関

係部局と協力し、今後速やかに耐震診断を行

い、その結果の公表に取り組むとともに、具

体的な耐震化の目標を設定すべきである。加

えて、重点化を図りながら着実な耐震化を推

進するため、市町村は、公共建築物に係る整

備プログラム等を作成することが望ましい。 

ハ 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を

図るための施策 

市町村耐震改修促進計画においては、都道

府県、市町村、建築物の所有者等との役割分

担の考え方、実施する事業の方針等基本的な

取組方針について定めるとともに、具体的な

支援策の概要、安心して耐震改修等を行うこ

とができるようにするための環境整備、地震

時の総合的な安全対策に関する事業の概要等

を定めることが望ましい。 

法第６条第３項第１号又は第２号の規定に

基づき定めるべき道路は、沿道の建築物の倒

壊によって緊急車両の通行や住民の避難の妨

げになるおそれがある道路であるが、例えば

緊急輸送道路、避難路、通学路等避難場所と

連絡する道路その他密集市街地内の道路等を

定めることが考えられる。特に緊急輸送道路

のうち、市町村の区域内において、災害時の

拠点施設を連絡する道路であり、災害時にお

ける多数の者の円滑な避難、救急・消防活動

の実施、避難者への緊急物資の輸送等の観点

から重要な道路については、沿道の建築物の

耐震化を図ることが必要な道路として定める

べきである。 

このうち、現に相当数の建築物が集合し、

又は集合することが確実と見込まれる地域を

通過する道路、公園や学校等の重要な避難場

所と連絡する道路その他の地域の防災上の観

点から重要な道路については、同項第一号の

規定に基づき早期に沿道の建築物の耐震化を

図ることが必要な道路として定めることが考

えられる。改正令の施行の際、現に同号の規

定に基づき通行障害既存耐震不適格建築物に

係る耐震診断の結果の報告の期限に関する事

項が市町村耐震改修促進計画に記載されてい

る場合においては、必要に応じて、当該市町

村耐震改修促進計画を速やかに改定し、建築

物の耐震改修の促進に関する法律施行令第四

条第二号に規定する組積造の塀に係る耐震診

断の結果の報告の期限に関する事項を別に記

載すべきである。 

ただし、やむを得ない事情により当該市町

村耐震改修促進計画を速やかに改定すること

が困難な場合においては、改正令の施行の際

現に法第六条第三項第一号の規定に基づき当

該市町村耐震改修促進計画に記載されている

通行障害既存耐震不適格建築物に係る耐震診

断の結果の報告の期限に関する事項は、建築

物の耐震改修の促進に関する法律施行令第四

条第一号に規定する建築物に係るものである

とみなす。また、同条第二号に規定する組積

造の塀については、地域の実情に応じて、市
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町村長が耐震診断義務付け対象建築物となる

塀の長さ等を規則で定めることができること

に留意すべきである。 

ニ 建築物の地震に対する安全性の向上に関

する啓発及び知識の普及 

市町村耐震改修促進計画においては、個々

の建築物の所在地を識別可能とする程度に詳

細な地震防災マップの作成について盛り込む

とともに、相談窓口の設置、パンフレットの

作成・配布、セミナー・講習会の開催、耐震診

断及び耐震改修に係る情報提供等、啓発及び

知識の普及に係る事業について定めることが

望ましい。 

特に、地震防災マップの作成及び相談窓口

の設置は、全ての市町村において措置される

よう努めるべきである。また、地域における

地震時の危険箇所の点検等を通じて、住宅・

建築物の耐震化のための啓発活動や危険なブ

ロック塀の改修・撤去等の取組を行うことが

効果的であり、必要に応じ、町内会や学校等

との連携策についても定めることが考えられ

る。 

ホ 建築基準法による勧告又は命令等の実施 

法に基づく指導・助言、指示等について、所

管行政庁である市町村は、優先的に実施すべ

き建築物の選定及び対応方針、公表の方法等

について定めることが望ましい。 

また、所管行政庁である市町村は、法第 12

条第３項（法附則第３条第３項において準用

する場合を含む。）又は法第 15 条第３項の規

定による公表を行ったにもかかわらず、建築

物の所有者が耐震改修を行わない場合には、

建築基準法第 10 条第１項の規定による勧告、

同条第２項又は第３項の規定による命令等を

実施すべきであり、その実施の考え方、方法

等について定めることが望ましい。 

３ 計画の認定等の周知 

所管行政庁は、法第 17 条第３項の計画の認

定、法第 22 条第２項の認定、法第 25 条第２

項の認定について、建築物の所有者へ周知し、

活用を促進することが望ましい。 

なお、法第 22 条第２項の認定制度の周知に

あたっては、本制度の活用が任意であり、表

示が付されていないことをもって、建築物が

耐震性を有さないこととはならないことにつ

いて、建築物の利用者等の十分な理解が得ら

れるよう留意するべきである。 

 

 

附則 

１ この告示は、建築物の耐震改修の促進

に関する法律の一部を改正する法律（平成 17

年法律第 120 号）の施行の日（平成 18 年１

月 26 日）から施行する。 

２ 平成７年建設省告示第 2089 号は、廃

止する。 

３ この告示の施行前に平成７年建設省告

示第 2089 号第１ただし書の規定により、国

土交通大臣が同告示第１の指針の一部又は全

部と同等以上の効力を有すると認めた方法に

ついては、この告示の別添第１ただし書の規

定により、国土交通大臣が同告示第１の指針

の一部又は全部と同等以上の効力を有すると

認めた方法とみなす。 

附則 (平成 25 年 10 月 29 日 国土交通省告

示第 1055 号) 

この告示は、建築物の耐震改修の促進に関

する法律の一部を改正する法律の施行の日

（平成 25 年 11 月 25 日）から施行する。 

附則 (平成 28 年３月 25 日 国土交通省告

示第 529 号) 

この告示は、公布の日から施行する。 

附則 (平成 30 年 12 月 21 日国土交通省告示

第 1381 号) 

この告示は、建築物の耐震改修の促進に関

する法律施行令の一部を改正する政令の施行

の日（平成 31 年１月１日）から施行する。 


